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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年１０月２１日（火）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　３時５分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 上村高義  副委員長 福住礼子  委　　員 村上英明

委　　員 市来賢太郎 委　　員 増永和起  委　　員 山崎雅数 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 同部理事　北野人士

同部次長兼産業振興課長　山田雅也　

保健福祉部長　堤　守　　　同部理事　島田　治

同部参事兼高齢介護課長　鈴木康之　

国保年金課長　安田信吾　　高齢介護課参事　川口敦子

１．出席した議会事務局職員
事務局長　藤井智哉 同局書記　井上智之


１．審査案件（審査順）

　　認定第１号　平成２５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

　　認定第６号　平成２５年度摂津市パートタイマー等退職金特別会計歳入歳出決算認定

         の件

　　認定第３号　平成２５年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

　　認定第８号　平成２５年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

　　認定第７号　平成２５年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○上村高義委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。

　本日の委員会記録署名委員は福住委員

を指名します。

　先日に引き続き、認定第１号所管分の

審査を行います。

　質疑に入ります。質疑ございますでしょ

うか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村高義委員長　なしと認め、以上で

質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　認定第６号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　おはようございます。

　それでは、質問をさせていただきます。

　パートタイマー等退職金共済特別会計

ということですけれども、まず本市にお

けるこのパートタイマー等退職金共済の

対象者数を大まかで結構ですので、教え

ていただきたいと思います。

　また平成２５年度末の会員数と、この

１年での会員数の増減、新規がどれぐら

いと解約がどれぐらいあったかというの

を教えていただきたいのと、会員の業種

別の内訳と会員の中で、掛けられた期間

ですけれども最長最短の契約期間を教え

ていただきたいと思います。よろしくお

願いします。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　市来委員のご質

問にお答えいたします。

　まず、平成２６年３月末時点の加入事

業者数と被共済者数、加入者数について

お答えいたします。加入事業所は３５事

業所、被共済者は１８４名となっており

ます。前年の同時期と比べますと、事業

所数で３事業所の減少、被共済者数で１

５名の減となっております。新規加入の

方が１年間で１５名いらっしゃいました

ので、結果的に１５名減ということです

ので３０名減ったという形になっており

ます。

　業種別でいいますと、事業所数で見て

ますけれども、製造業が１２社というこ

とで最も多く約３分の１強、サービス業

７社、建設業４社、運輸通信業２社、卸

売業と教育関連で各１社となっておりま

す。

　加入期間でいいますと、平成２５年度

中に退職されて給付があった方の中での

加入最長期間は２１年９か月でございま

した。それから、最短で給付しておりま

すのが９か月の方でございました。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ありがとうございま

す。

　対象者で入っておられる方が３５企業

の１８４名ということなんですけれども、

会員数に対する認識について多いと感じ

ていらっしゃるのか、少ないと感じてい

らっしゃるのか、このぐらいの人数で適

当なのかということの認識について教え

ていただきたいと思います。

　また、会員増加に対する働きかけとい

うことで、何か特別にされていることが

あったら教えていただきたいのと、働き

かけをされているのであれば、それにど

れぐらいの効果があったのかということ

について教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　まず、加入者数
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に対する認識ということですけれども、

この制度は昭和６０年からスタートしま

して、最大は平成８年に６３０名という

ことで加入がございました。そういう中

で現状１８４名ですので減少していると

いうことですが、本市の制度以外にもパー

トの方々のための共済制度というのはほ

かにもある中ですので、特に中小企業の

非正規雇用・パートタイマー等の方々の

退職金ということで、いずれかの制度に

加入していただければいいと思っており

ます。そういうことですので、若干人数

は減っておりますけれども、現状として

はこの程度かなというふうには認識して

おります。

　それから、広報についてなんですけれ

ども、現状では窓口でお配りしておりま

すリーフレット、それから市のホームペー

ジということで、平成２４年度には事業

所の実態調査のおりに冊子をつくりまし

て、その中でもＰＲはしておりますが、

昨年度については新規の事業所の加入と

いうのはない状況でございました。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ご答弁ありがとうご

ざいます。

　今おっしゃられたようにこのパートタ

イマー等退職金共済制度というのは、昭

和６０年からパートタイムで勤務されて

いる方の福利厚生のために全国に先駆け

て始められたとお伺いしております。そ

れで、今お聞きしました平成８年で６３

０名もの加入があったということですけ

れども、現在は大分減って１８４名とい

うことですけれども、先ほどちらっとお

伺いしましたけれども、ほかでも同じよ

うな制度があるんですね。僕がちょっと

調べますと、商工会でも似たような制度

があって取り扱ってらっしゃるというこ

となんですけれども、今どこかで加入さ

れればいいかなとおっしゃいましたけれ

ども、今あえて本市が退職金共済に取り

組む理由というのがあれば、あえてとい

うことですけれどもお伺いいたします。

○上村高義委員長　杉本部長。

○杉本生活環境部長　パートタイマー等

退職金共済特別会計には少し思い入れが

ありまして、私はこの初代の担当者でご

ざいまして、昭和６０年に市内の事業所

を回っておりましたのでお答えをさせて

いただきます。

　少し古い話をさせていただきますけれ

ど、その当時は商工会の特定退職金共済、

また、国のやっている中小企業退職金共

済、これはいずれもパートタイマーは除

外ということで正規従業者のみという時

代でありまして、それに対して本市とし

て声を上げたということですので非常に

意義のあるもので、全国的に視察等も多々

ございました。沖縄から北海道まで来て

いただきました。その中でさまざまな動

きがあって、同様の制度をつくられた自

治体もございました。ただ、その制度も

やはりだんだん縮小してきました。これ

は、労働環境の変化により、派遣である

とか契約社員であるとかさまざまなもの

が出てきまして、一概に我々が想定して

いたパートタイマーというイメージが大

分かけ離れてきた。ただ、国とかもそう

いうことで中小企業退職金制度等にパー

トタイマーを取り組んできたということ

で、我々が思うところにも食い込んでき

たということはあろうかと思います。本

市の、今パートタイマー等退職金共済特

別会計をあえてなぜやってるのかという

ことになりますと、これはやっぱり先駆

けてやったところの意地というか、そう

いうところもあると思います。ただ、今

の時代ですので、この退職金制度自体を

どのように時代に合わせていくのか、果
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たしてこの制度を市がやっていくだけの

意義まで掘り下げてちょっと考えてみる

必要があるかと常々考えていますし、こ

の特別会計で持ってること自体について

も庁内では議論がございます。ただ、パー

トタイマーであるから使い捨てでよいと

いって、そういうことに対する異議を申

し立てたことに対しての思いは変わって

おりませんので、そういったことも含め

て今後またこの制度のあり方は検討した

いと考えます。ただ、今まで加入されて

る方がたくさんおられますので、この方

たちの福利厚生のために頑張っていきた

いと考えております。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ありがとうございま

す。

　ご答弁をいただきまして、思い入れの

ある制度だということはわかりました。

また、パートタイマーだから使い捨てで

よいわけではないということで、いろい

ろと模索しながら現状続けていらっしゃ

るんだなというのもわかりました。ただ、

時代の流れの中で、その時代のニーズに

よって市がやっていくことで求められる

こともどんどんと変わっていくものだと

思います。その中で全部が全部残してい

けばいいということではなくて、どこか

で取捨選択をしないといけないなという

ふうに思うところであります。先ほども

考えながら続けていらっしゃるというこ

とだったので、もう一度本当に求められ

ている制度なのか考えて直してほかの労

働施策などに転換していく時期にきてる

んじゃないかなとも思いますので、もう

一度検討していただきますようにお願い

いたしますということで、要望とさせて

いただきます。

○上村高義委員長　ほかはございません

か。

　増永委員。

○増永和起委員　このパートタイマーの

退職金の問題では家族従業者の方もこの

対象になるということで、私も、ほかの

ところでそういうふうな民間のいろんな

制度もあるけれども、市がこういう形で

退職金制度を取り組んでいることによっ

て、家族従業者であるけれどもきちんと

働き分を認めてもらって、この退職金と

いうのにも入れるんだということをすご

く喜んでらっしゃる個人の自営業者の奥

さんだったんですけれども、そういうふ

うにおっしゃってたのをすごく覚えてい

ます。この家族従業者についての取り扱

いについて教えていただきたいと思いま

す。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　今委員からあり

ましたように、市内で事業所を有する事

業主の方であれば誰でも事業所にお勤め

の従業員の方を被共済者として加入させ

られることができる制度でございますの

で、家族従業者の方も対象になるもので

ございます。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　自営業の個人の方の家

族従業者というのは、仕事をしているに

もかかわらず仕事についての自家労賃部

分というのが所得税法でも認められてい

ない、配偶者でようやく８０万円の控除

があり、それ以外の家族従業者はわずか

年間５０万円の控除しかないという中で

働いておられます。そういう中で、やは

りしっかりと働き分を一人の人間として

認めてもらうということは人権の問題だ

ということで、所得税法の問題について

もいろいろな運動があるところです。女

性が輝く時代などと言われておりますけ

れども、本当にそこの部分についてはな

かなか日の目が当たらないという中で、
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摂津市のこのパートタイマー等退職金共

済の制度に入っておられる方の中には、

非常に一人の人間として働いているとい

うことについてきちんと認められてると

いう、本当に人権を認められているとい

う思いだと、うれしい声を聞いてもいま

すので、私は、これは続けていっていた

だきたいなというふうに思います。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　先ほどの答弁の

中で、家族ということでまとめて答弁し

てしまいましたけれども、生計を一にす

る親族の方は対象外ということで、別の

世帯ということであれば可能ということ

で、制度上、事業主は入れませんし、生

計を一にする親族の方は加入できないと

いうことになっておりますので、改めて

つけ加えさせていただきます。

○上村高義委員長　ほかはありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村高義委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１０時１７分　休憩）

（午前１０時１９分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　認定第３号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　堤保健福祉部長。

○堤保健福祉部長　それでは、認定第３

号、平成２５年度摂津市国民健康保険特

別会計決算認定の件につきまして、補足

説明をさせていただきます。

　国民健康保険制度は、団塊の世代の方

が６５歳到達により前期高齢者に移行さ

れることで歳入歳出の枠組みが大きく変

動してきております。そのような中、平

成２５年度におきましても、引き続き医

療費の適正化、資格の適正化、収納率の

向上を基本に国保財政健全化に取り組ん

でまいりました。

　決算の内容といたしましては、歳入で

は前期高齢者交付金が５．７％の増となっ

たものの、歳出では後期高齢者支援金が

６．３％、介護納付金が１０．２％の増

となっております。また、共同事業にお

いても拠出金が交付金を上回ったことな

どから収支は単年度で２，８３３万７，

７９９円の赤字となり、累積では４億６

７６万９，３８９円の赤字となりました。

　国保加入者総数は２万５，７０８人で、

前年度に比べ年間平均で１．５％、３８

２人の減となりました。加入者の内訳を

見てみますと、一般被保険者については

２万４、３８６人で、前年度に比べ０．

７％、１６８人の減、退職被保険者等に

つきましては１，３２２人で、１３．９

％、２１４人の減となっております。

　それでは、まず歳入でございますが、

決算書１８ページ、款１国民健康保険料、

項１国民健康保険料、目１一般被保険者

国民健康保険料は、前年度に比べ０．９

％、１，８４０万６，２８５円の増となっ

ております。一般被保険者に係る１人当

たり現年度保険料調定額は８万８，１８

６円で、前年度に比べ０．０１％、１３

円の減となっております。収納率は一般

被保険者分全体で、現年度分が８９．９

％、滞納繰越分が１４．２％となり、前

年度と比べ現年度分１．０％、滞納繰越

分１．４％の増となりました。

　目２退職被保険者等国民健康保険料は、

前年度に比べ１１．１％、２，０１０万

７，６３３円の減となっております。収

納率は、現年度分が９６．４％、滞納繰

越分が２４．７％で、それぞれ前年度に

比べ０．６％の減、６．９％の増となり

ました。なお、不納欠損処分につきまし

ては、延べ５，３９６件でございます。

　款２使用料及び手数料、項１手数料、
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目１督促手数料は、前年度に比べ９．６

％、２万４，０５０円の増となっており

ます。

　款３国庫支出金、項１国庫負担金、目

１療養給付費等負担金は、前年度に比べ

４．１％、７，４４２万１，０６６円の

減となっております。療養給付費等に係

る３２％が国庫負担率となっております。

　目２高額医療費共同事業負担金は、前

年度に比べ９．１％、５４５万１，９６

０円の増で、高額医療費共同事業拠出額

の４分の１の交付を受けております。

　目３特定健康診査等負担金は、前年度

に比べ２．８％、２４万円の減で、特定

健康診査及び特定保健指導に要する費用

について基準額の３分の１の交付を受け

ております。

　項２国庫補助金、目１財政調整交付金

は、前年度に比べ１１．８％、５，９２

８万９，０００円の増となっております。

　２０ページ、目２高齢者医療制度円滑

運営事業費補助金は、高齢受給者証の郵

送費等に係る補助金でございます。

　款４療養給付費交付金、項１療養給付

費交付金、目１療養給付費交付金は、前

年度に比べ４．６％、２，７０４万４，

５１５円の増となっております。これは、

前期高齢者及び後期高齢者に係る財政調

整額の増によるものでございます。

　款５前期高齢者交付金、項１前期高齢

者交付金、目１前期高齢者交付金は、前

年度に比べ５．７％、１億４，４６３万

５，６０１円の増となっております。こ

れは、６５歳以上の前期高齢者の医療費

増加などによるものでございます。

　款６府支出金、項１府負担金、目１高

額医療費共同事業負担金は、前年度に比

べ９．１％、５４５万１，９６０円の増

で、高額医療費共同事業拠出額の４分の

１の交付を受けております。

　目２特定健康診査等負担金は、前年度

に比べ２．８％、２４万円の減で、特定

健康診査及び特定保健指導に要する費用

について基準額の３分の１の交付を受け

ております。

　項２府補助金、目１事業助成補助金は、

前年度に比べ４．３％、５２万４，６７

０円の減となっており、精神・結核医療

給付及び地方単独事業による国庫負担金

減額に係る補助金でございます。

　目２財政調整交付金は、前年度に比べ

３．２％、１，５６０万２，０００円の

増となっております。

　款７共同事業交付金、項１共同事業交

付金、目１高額医療費共同事業交付金は、

前年度に比べ９．３％、２，４８９万５，

５８６円の減となっております。これは、

１件８０万円以上の高額医療費を対象に

交付を受けたものでございます。

　目２保険財政共同安定化事業交付金は、

医療費３０万円以上に係る府下市町村国

保による共同事業で、前年度に比べ２．

７％、２，３３１万８，２１７円の増と

なっております。これは、１件３０万円

以上の医療費を対象に交付されたもので

ございます。

　２２ページ、款８繰入金、項１一般会

計繰入金、目１一般会計繰入金は、前年

度に比べ１７．７％、９，３５７万１，

１２６円の増となっております。これは、

保険料軽減分等繰入金の増などによるも

のでございます。

　目２保険基盤安定繰入金は、前年度に

比べ０．２％、６８万８，６８８円の増

となっております。

　款９諸収入、項１雑入、目１一般被保

険者第三者納付金及び目２退職被保険者

等第三者納付金は、交通事故等による第

三者納付金でございます。

　目３一般被保険者返納金及び目４退職
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被保険者等返納金は、社会保険加入によ

る国保資格喪失後の受診などに係る返納

金でございます。

　目５雑入は、主に７０歳以上の一部負

担金が２割から１割に軽減されているこ

とに伴う指定公費分でございます。

　続きまして、歳出でございますが、２

４ページ、款１総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費は、前年度に比べ１５．

５％、１，６１７万９，４１１円の減と

なっております。

　目２連合会負担金は、前年度に比べ０．

７％、１万４，８２８円の減となってお

ります。

　目３市町村部会負担金は、近畿都市国

民健康保険者協議会の負担金でございま

す。

　項２徴収費、目１賦課徴収費は、前年

度に比べ２．８％、３６万９０８円の増

となっております。

　２６ページ、項３運営協議会費、目１

運営協議会費は、前年度に比べ２３．１

％、８万７，４３３円の減となっており

ます。

　款２保険給付費、項１療養諸費、目１

一般被保険者療養給付費は、前年度に比

べ２．８％、１億６，３２８万５，４４

７円の増となっております。１人当たり

の保険者負担額は２４万３，４６０円で

前年度に比べ３．５％の増となっており

ます。

　目２退職被保険者等療養給付費は、前

年度に比べ５．３％、２，２７８万９，

８６１円の減となっております。１人当

たりの保険者負担額は３０万７，０２０

円で、前年度に比べ１０．０％の増となっ

ております。

　目３一般被保険者療養費は、前年度に

比べ１５．３％、２，２３９万４，３０

８円の減となっております。

　目４退職被保険者等療養費は、前年度

に比べ１３．４％、１２２万２，９６３

円の減となっております。

　目５審査支払手数料は、前年度に比べ

４．６％、７６万４，７０４円の減となっ

ております。これは、件数は増加してい

るものの大阪府国保連合会において手数

料単価の引き下げがあったことによるも

のでございます。

　項２高額療養費、目１一般被保険者高

額療養費は、前年度に比べ０．８％、６

００万５６０円の増となっております。

１件当たりの支給額は５万３，８０２円

で、前年度に比べ４．４％減となったも

のの支給件数が増となっております

　目２退職被保険者等高額療養費は、前

年度に比べ３．５％、２２５万８，０９

５円の減となっております。

　目３一般被保険者高額介護合算療養費

及び目４退職被保険者等高額介護合算療

養費は、１年間の医療保険と介護保険の

自己負担の合計額が自己負担限度額を超

えた場合に交付するものでございます。

　２８ページ、項３移送費、目１一般被

保険者移送費及び目２退職被保険者等移

送費は、執行いたしておりません。

　項４出産育児諸費、目１出産育児一時

金は、支給件数１３４件で、前年度に比

べ８．７％、４９４万５，６２７円の減

となっております。

　目２支払手数料は、出産育児一時金の

直接払に係る手数料でございます。

　項５葬祭諸費、目１葬祭費は、支給件

数１３１件となっております。

　項６精神・結核医療給付費、目１精神・

結核医療給付金は、前年度に比べ６．３

％、７３万４，１５７円の増となってお

ります。１件当たりの支給額は１，３８

４円で、支給件数は８，９３５件でござ

います。
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　款３後期高齢者支援金等、項１後期高

齢者支援金等、目１後期高齢者支援金は、

前年度に比べ６．３％、８，０８０万９，

９２１円の増となっております。これは

後期高齢者医療制度への拠出金で、被保

険者数に応じて社会保険診療報酬支払基

金に拠出するものでございます。

　目２後期高齢者関係事務費拠出金は、

後期高齢者医療制度に係る事務費でござ

います。

　款４前期高齢者納付金等、項１前期高

齢者納付金等、目１前期高齢者納付金は、

前年度に比べ４．０％、５万２３６円の

増となっております。

　目２前期高齢者関係事務費拠出金は、

前期高齢者医療制度に係る事務費でござ

います。

　３０ページ、款５老人保健拠出金、項

１老人保健拠出金、目１老人保健事務費

拠出金は、老人保健に係る事務費でござ

います。

　款６介護納付金、項１介護納付金、目

１介護納付金は、前年度に比べ１０．１

％、５，０２９万４，８７６円の増となっ

ております。

　款７共同事業拠出金、項１共同事業拠

出金、目１高額医療費共同事業医療費拠

出金は、８０万円以上の高額な医療費の

再保険事業として拠出したもので、前年

度に比べ９．３％、２，１９６万９，３

７３円の増となっております。

　目２保険財政共同安定化事業拠出金は、

３０万円以上の医療費の再保険事業とし

て拠出したもので、前年度に比べ２．５

％、２，１５７万４，３６８円の増となっ

ております。

　目３高額医療費共同事業事務費拠出金

及び目４保険財政共同安定化事業事務費

拠出金は、執行いたしておりません。

　目５その他共同事業事務費拠出金は、

退職医療制度への切り替え勧奨に係る事

務費でございます。

　款８保健施設費、項１保健施設費、目

１特定健康診査等事業費は、特定健康診

査等の実施に係る経費で、前年度に比べ

６．６％、３１２万１，１２８円の増と

なっております。

　３２ページ、目２保健衛生普及費は、

前年度に比べ４４．４％、１，１５５万

２，１１４円の減となっております。こ

れは、医療費適正化推進業務委託料の減

などによるものでございます。

　款９諸支出金、項１償還金及び還付加

算金、目１一般被保険者保険料還付金、

目２退職被保険者等保険料還付金は、過

年度分保険料の還付でございます。

　目３償還金は、平成２４年度事業の確

定に伴う療養給付費等負担金精算返還金

などでございます。

　款１０予備費につきましては、執行い

たしておりません。

　款１１繰上充用金、項１繰上充用金、

目１繰上充用金は、平成２４年度の不足

額を補填いたしたものでございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○上村高義委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　おはようございます。

　それでは、質問させていただきます。

　平成２５年度の国民健康保険特別会計

ということですけれども、今ざくっと数

字等をお伺いしましたけれども、一般会

計の繰入金を１０億円されながら、単年

度収支では２，８００万円以上の赤字で、

累積でいいますと４億６，７００万円の

赤字ということですけれども、数字を聞

く限り大変な年だったのかなというふう

に思います。それと摂津市の国保という
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冊子の中を読みますと、１人当たりの療

養諸費の保険者負担額と保険料収入額と

いうので、療養給付費が毎年どんどん上

がっていってるのに保険料の収入額とい

うのはそれほど変わらないという中で、

２５年度というのは本当にこの特別会計

は大変だったんだなというふうにざくっ

と思いますけれども、その辺の特別に平

成２５年度というのはどんな年だったの

かなというのを担当者所見と申しますか、

特別に何かあったら教えていただきたい

と思います。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　それでは、市来委

員のご質問にお答えさせていただきます。

　国保特別会計全体としまして、平成２

５年度はどういった年であったかという

ことだと思います。

　まず、委員がおっしゃるように療養給

付費のほうにつきましては、非常に毎年

伸びてきております。国保につきまして

は高齢化が進んでおりますので、それに

伴って医療費が伸びてきておる状況でご

ざいます。それに保険料については平成

２０年度から料率据え置きをしておりま

す。このような状況で摂津の国保に記載

させていただいてますように、医療費は

伸びておるにもかかわらず保険料の収入

は余り変わっていないと、こういった状

況になっております。実際、平成２５年

度の歳入につきましては１０６億９，１

７３万９，９３１円、歳出は１１０億９，

８５０万３２０円で、差し引き４億６７

６万９，３８９円の赤字となったわけで

ございます。中でも、収納のほうに関し

ましては、収納率は平成９年度以来とな

ります現年度は９０％を確保することが

できました。収納に関しては、こちらは

かなり現場でも努力をさせていただいて、

平成２１年度以降もずっと伸び続けてい

る状態でございます。

　それに伴いまして国の特別調整交付金

というのがございまして、こちらは経営

努力分というのがあります。国保の経営

努力をした市町村については、特別に調

整交付金をいただけるというものになっ

ております。こちらにつきましても、前

年度に引き続き平成２５年度は交付を受

けることができました。しかしながら、

こういった状況もありますが、療養給付

費の伸び、また前年度の療養給付費負担

金の精算による返還ですね、それで共同

事業の交付金が拠出金を下回った、こう

いったところが単年度赤字になったよう

な状況でございます。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ご答弁ありがとうご

ざいます。

　療養費の伸びがすごくて大変だったと

いうことと、今お伺いしますと収納率の

向上で９０％以上できたということで、

それはすばらしいなと思います。しんど

い中で、国保財政の健全化に取り組まれ

ていらっしゃると思いますけれども、医

療費の適正化、資格の適正化、収納率の

向上ということでご尽力されていること

だと思いますけれども、具体的にそれぞ

れどのようなことをされたのか、お伺い

してもよろしいですか。お願いいたしま

す。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　まず、収納率の向

上についての取り組みでございます。収

納率の向上の要因としましては、現年度

分についてはやはり未納を発生しない状

況をつくると、これが一番重要だと考え

ております。その中で一番大きなものと

しましては、口座振替の推進がございま

す。口座振替をしていただいております

世帯での収納率は、平成２５年度で９８．
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７％となり非常に高い収納率となってお

ります。平成２３年１０月から開始しま

したキャッシュカードがあれば口座振替

の手続ができますペイジーの導入により、

口座振替でお支払いしていただいている

世帯の割合も全体の４４．１％となりま

して、納付書でお支払いしていただいて

る自主納付の方の世帯割合を平成２５年

度は超えるという状況となっております

ので、収納につきましてはここの部分が

一番大きいのかなというふうに考えてお

ります。

　あと、資格の適正化につきましては、

社会保険をお持ちであるにもかかわらず

国保に加入したままとなっておられる方

が、これは以前から多くございます。一

定、整理はさせてはいただいてるんです

けど、やはり就職されても国保に加入し

たままでおられるといった場合ですね、

いろいろ国保につきましては介護納付金

だとか後期高齢者支援金というのを、こ

れは被保数に応じて支払う形になってお

ります。社会保険に加入しておられるに

もかかわらず国保に入ったままになりま

すと、その方の分も拠出をしなければい

けないということになりますので、資格

の適正化につきましては、社会保険をお

持ちの方の申告の状況とかそういったも

のから本人さんのほうにご通知させてい

ただいて、社会保険をお持ちであれば喪

失の届けをしてくださいというような通

知を、社会保険に入っておられるという

ような方は年金のデータなどを活用しな

がらご案内をさせていただいております。

　あと、医療費の適正化でございます。

こちらにつきましては、まず１点、特定

健診の推進というものがございます。こ

ちらについては、平成２５年度もこれま

でに引き続き受診勧奨を努めてまいりま

した。もう一つ、ジェネリックですね。

こちらにつきましても年２回ですが、ジェ

ネリックに変えられることによって１０

０円以上安くなるという方を抽出しまし

て、ジェネリックをご利用しませんかと

いうような勧奨のはがきをお送りさせて

いただいております。

　もう一点、療養費の適正化というのが

ございます。こちらについては、柔道整

復師、はり灸などに行っておられる方で

頻度が高い方、よく回数行かれてる方に

ついて、本来国保の範囲はこういう範囲

ですよといったようなご案内など、アン

ケートでの調査などをさせていただいて

おります。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ご答弁ありがとうご

ざいます。

　会計がしんどい中、医療費の適正化、

資格の適正化、収納率の向上で国保財政

健全化に一生懸命取り組んでおられると

いうことがよくわかりました。それであっ

てもなかなかしんどい年だったので、平

成２６年度からは結果的に国保料金の値

上げということになったんだと思います

けれども、今後の見通しなどが少しあれ

ばお伺いできたらなと思います。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　今後の国保財政の

見通しというところなんですが、非常に

今難しいところでお答えにくいところで

はございます。共同事業というものがご

ざいます。これは府内で共同で実施して

おる保険料平準化といったものを目的と

して行われておりますが、平成２７年度、

来年度からこちらのほうが見直しされる

こととなっております。１件３０万円以

上の医療費を府内の市町村で平準化させ

るというような事業でございますが、こ

れが０円以上ということで範囲が拡大と

なります。これによって、府のほうから
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資料をいただいた中では、現時点では保

険財政共同安定化事業というものなんで

すが、それが８億円ベースの予算となっ

ておりますが、それが拡充されることで

２０億以上になるであろうと見込まれて

おります。ちょっとこういった状況がご

ざいますので、その辺の今議論をされて

いるところでございますので、その辺の

情報が出た上でまた国保財政健全化に向

けた取り組みをしてまいりたいと考えて

おります。今現在ではなかなかお答えで

きない部分かと、申しわけございません。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　なかなか難しい中、

いろいろと外の状況も見て運営されてい

ることだと思います。一応過渡期と申し

ますか、切りかえ時期に来てると思いま

す。いろんなことをご判断されながら平

成２９年に向けて国保財政取り組んでい

ただいていると思いますけれども、しっ

かりと先を見据えてご判断いただきまし

て、今後も運営していただきたいと思い

ます。以上で、要望とさせていただきま

す。

○上村高義委員長　市来委員の質問が終

わりました。ほかにございませんか。

　増永委員。

○増永和起委員　国保特別会計について

質問をさせていただきます。

　まず、歳入、２０ページの前期高齢者

交付金の内容を、先ほども簡単にしてい

ただいたとは思うんですけれども、それ

と平成２４年度と比べてこの額がどうなっ

てるのか、これはふえてると思うんです

けれども、幾らぐらいふえているのかと

いうことをお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、歳出のほうで２６ページ、

款２保険給付費、これも平成２４年度と

比べてどうなのかということを教えてい

ただきたいと思います。

　それから、歳入の２０ページに戻りま

して、款７の先ほどもお話がありました

共同事業交付金、これを平成２４年度と

比較して金額で教えていただきたいなと。

　それから、歳出のほうの３０ページ、

款７共同事業拠出金ですね、これも平成

２４年度と比較をして教えてください。

　それから、歳入の２２ページ、目１一

般会計繰入金、これは先ほど市来委員の

方から総額でお話がありましたけれども、

この中には法定繰入や法定外繰入が入っ

ていると思いますが、その中で法定外繰

入の保険料軽減分、これが摂津市が国保

の保険料を下げるために独自に繰り入れ

てる分ということになると思いますので、

これについて平成２４年度と比較をして

教えてください。

　それから、３５ページ、実質収支、今

もお話がありましたけれども４億６７６

万９，３８９円、これは累積赤字だと思

いますが、繰上充用金になるものだと思

うんですけれども、単年度の赤字として

は２，８３３万７，７９９円ということ

で、平成２４年度の累積赤字と単年度の

赤字についても教えてください。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　増永委員のご質問

にお答えさせていただきます。

　１点目の前期高齢者の内容と平成２４

年度との比較ということでございます。

まず、前期高齢者というものでございま

すが、こちらにつきましては６５歳から

７４歳の方を前期高齢者といいまして、

国保、被用者保険など保険者ごとのこの

年代の方、前期高齢者の偏在による保険

者間の負担の不均衡を保険者の枠を越え

まして、それぞれの加入者数に応じて調

整する制度でございます。前期高齢者加

入率の全国平均を基準としまして、摂津
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の前期高齢者の加入率から標準的な給付

費を割り出しまして、その額を上回る場

合は交付金が交付いただけることになっ

ております。特に国保につきましては、

６０歳で定年退職されたら国保に入られ

る方が多くございますので、被用者保険

と比較しますと非常に国保の加入率は高

い状態になっております。平成２５年度

の概算での加入率で見ますと、国民健康

保険、摂津の国保でございますが３３％、

全国の全保険者の平均が１３％ですね。

こういった状況になっております。

　それと前期高齢者交付金の平成２４年

度との比較でございます。平成２４年度

は２５億３，６０６万３，９２２円、平

成２５年度は２６億８，０６９万９，５

２３円と、前期高齢者の方の加入割合が

ふえてきておりますので、こちらにつき

ましては当然ながら伸びてきております。

今後も引き続き伸びるものと見ておりま

す。

　続きまして、保険給付費の状況でござ

います。保険給付費につきましては、前

期高齢者にもこちら絡んではくるんです

が、やはり年齢が高い方がご加入される

割合がふえてきますと保険給付費は、医

療を使われる割合もふえております。給

付費につきまして、一般被保険者の給付

費で見ますと、前年度決算と比べて１億

６，０００万円、約２．８％の増加となっ

ております。被保険者数は年間平均で約

１８０人減少しておるのでございますが、

先ほど言いました６５歳以上の方が４０

０人増加しておる状況になっております。

こういった状況から、給付費、被保険者

数は減っておりますが、年齢が高くなら

れる方がふえてきておりますので、給付

費がそれに伴ってふえている状況でござ

います。

　続きまして共同事業交付金、平成２４

年度との比較でございます。

　まず交付金の歳入のほうでございます。

共同事業、高額医療費共同事業と保険財

政共同安定化事業を足したものでござい

ますが、平成２４年度１１億３，４５４

万８，９７６円でございます。平成２５

年度は１１億３，２９７万１，６０７円、

交付金につきましては１５７万７，３６

９円減少という形になっております。

　次に、拠出金、共同事業の出すほうで

ございますが、こちらにつきましては平

成２４年度１１億８９４万４，３８８円、

平成２５年度１１億５，２４８万８，１

９３円、こちらにつきましては逆に４，

３５４万３，８０５円増加しております。

いわゆるもらうほうが減りましたけれど、

出すほうがふえたという状況になってお

ります。

　続きまして、平成２４年度との一般会

計繰入金の比較でございます。その中で

法定外の保険料軽減分の繰り入れの部分

でございます。決算ベースでございます。

平成２５年度３億７，５９３万６，９２

２円、平成２４年度につきましては２億

７，４５４万９，３９４円、こちらが保

険料軽減分の繰り入れとなっております。

　続きまして、実質収支、平成２４年度

の単年度収支と累積赤字の状況でござい

ます。

　２４年度、まず単年度収支でございま

すが、１，８５０万５，９１２円、累積

で申しますと３億７，８４３万１，５９

０円となっております。平成２５年度、

単年度で２，８００万の赤字となりまし

たので、赤字につきましては増加という

結果となっております。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　平成２４年度と平成２

５年度、歳入、歳出それぞれちょっと書

き出してみたので、これを見ていただき
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ながらお話を聞いていただけると、数字

だけだとなかなかわかりにくいですが、

少しでも足しになればと思ってつくって

みました。

　まずですね、前期高齢者交付金、これ

は健康保険同士で助け合いをというよう

な形で、国保に前期高齢者が多いという

ことで、社保から交付金が入ってくる。

確かに、納付金もありますが、国保には

今お話があったように前期高齢者が多い

ので、交付金のほうがもう一段と多いと

いうことになっていると思います。平成

２４年と平成２５年の交付金を比較する

と、１億４，４００万円ほど交付金がふ

えています。納付のほうはもうほとんど、

１００万円単位のところですので、まあ

６万５，０００円ほどふえていますが、

もう比べものにならないぐらい交付がぐっ

とふえているというとこだと思います。

　今、先ほどからずっとお話にありまし

たけれども、療養費が非常にふえている

というお話でしたが、保険給付費、療養

費ですね、この金額を見てみますと、確

かに平成２４年は７２億４，０６５万３，

５２０円、平成２５年は７３億５，５３

３万３，４０５円ということで、１億１，

４６７万９，８８５円ふえているんです

けれども、先ほどお話ししました前期高

齢者の交付金の伸びは、この療養費を上

回る金額で入ってきているわけです。先

ほども前期高齢者交付金、これからもふ

えるだろうというお話でした。確かに、

医療費の伸びというのはあるんですけれ

ど、それに対しては前期高齢者の交付金

の増加によって補っていけているという

のが実情だと思います。

　共同事業ですね、この共同事業の交付

金と拠出金、先ほどご説明にもありまし

たように、これは大阪府内で行っている

わけなんですけれど、これが平成２４年

は１１億３，４５４万８，９７６円が、

平成２５年は１１億３，２９７万１，６

０７円ということで、これはマイナスに

なっているわけですね。１５７万７，３

６９円交付金が減っております。ところ

が拠出金のほうは、もう数字を言うのが

長いので、差だけ言いますけれど、下の

ほうに黄色のラインを入れている分です

けれども、４，３５４万３，８０５円、

これだけ拠出のほうがふえていると、両

方合わすと４，５００万円ぐらい平成２

４年のときと比べるとふえているという

ふうなことになっています。今、先ほど

も市来委員のご質問に対してのお話もあ

りましたけれど、今、３０万円以上とい

うことで、共同事業行われておりますけ

れど、これが０円からということになれ

ば、もう医療の給付費というのが、摂津

で支払うということではなくなって、こ

の全てこの大阪府のプールのほうに入っ

て、そこから拠出交付ということになっ

てくるんだろうと思いますけれど、その

割合について、もう一度今どうなってい

るのか、今後はどうなるのか、案が２つ

ほど出てきているというふうにお聞きも

しておりますので、その辺を答えていた

だきたいなというふうに思います。

　それから、先ほどの保険料軽減分です

けれども、平成２４年と比べて約１億ほ

ど一般会計のほうから保険料軽減のため

に繰り入れをふやしていただいたという

ことに平成２５年はなったと思います。

日本共産党もこの予算に関しては、英断

であるということで賛成をいたしました。

これによって、市民の保険料の料率が上

がるということがなく、この平成２５年

は過ぎてきたと思います。

　その１億円の繰り入れによって、国保

に対してどうなったかという話ですけれ

ど、確かに赤字は赤字、単年度でも先ほ
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どおっしゃっていましたように、２，８

００万円の赤字になっておりますけれど、

繰り入れたおかげで２，８００万円の赤

字ということで、そんなに大きな赤字発

生ということではないということになる

と思います。で、累積赤字に関しても、

４億６７６万９，３８９円ということで、

この間の累積赤字をずっと見ていますと、

２００８年は７億８，０００万円からあっ

た累積赤字が、２００９年には３億９，

０００万円、約４億円のところまで下がっ

て、それから２０１０年はもうちょっと

上がりまして４億７，０００万円まで上

がりましたけど、また３億５，０００万

円、３億７，０００万円というふうに下

がって４億円前後をずっと累積赤字は移

動しているという感じで、そんなに大き

くがばっとふえたというようなことは、

この間余りない状態です。

　単年度の収支でいきますと、先ほど２，

８００万円ことしは赤字と言いましたが、

昨年も１，８００万円の赤字ですが、２

０１１年は１億１，３００万円の黒字で

あります。摂津市は赤字だったり、黒字

だったりをずっとこの間繰り返してきて、

累積赤字もふやすことなくやってきたと、

この平成２５年はその１億円を入れたお

かげでその状態を維持したということで

あったと思います。

　この姿勢を平成２６年も続けていただ

いておれば、９，０００万円の市民への

保険料値上げをすることなく、１億円の

繰り入れをするということで乗り切って

いただいていれば、この状態がさらに引

き続いていったのではないかと考えます。

市民にとっては、この１億円ほどの保険

料負担というのは非常に大きく響いてい

ます。ここについては、本当に遺憾だな

と、平成２６年の値上げについては日本

共産党も反対しましたけれど、やはり市

民に負担を押しかぶせるのではなく行っ

ていっていただきたいなというふうに思っ

ているところなんですけれど、先ほど言

いました共同事業交付金、拠出金、この

状態が新たなその内容で一体どんなふう

に変わっていくというふうに考えておら

れるのか、まだ確定ではないということ

はわかっておりますけれど、案は出てい

ると思いますのでその中で摂津市の考え

なども聞かせていただけたらなというふ

うに思いますし、それによってもし今後

ですね、摂津市に不利な状況に確定して

いくとなったとすれば、また再値上げと

いうことがあり得るのかどうかというこ

とも、非常に懸念をしておりますので、

ぜひお答えいただきたいなと思います。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　それでは、共同事

業の今後の動向ということで、今現状ど

ういう議論がされているかというところ

でございます。共同事業の保険財政共同

安定化事業の見直しにつきましては、現

在、大阪府におきまして研究会を立ち上

げられまして、平成２７年度に向けまし

て、広域化等支援方針策定に関する研究

会というものがございます。この中で、

財政ワーキンググループというもので共

同事業の議論をされているところでござ

います。平成２６年度につきましては、

まだ７月に１度開かれたということで、

そこの情報しかまだ入ってきておりませ

ん。今のところ議論はとまっているのか

なという状況ではございます。

　その中での案、２つ出ております。こ

この資料の部分のご説明でございます。

まず、共同安定化事業の拠出割合、これ

をどうするかというところが、大きなポ

イントとなっております。現行、拠出割

合というものが所得割２５％、被保険者

割５０％、医療費実績割２５％と、現行
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こういう形になっております。案で示さ

れておるのが、一つ目が所得割５０、被

保険者割５０、医療費実績割ゼロ、２つ

目がですね、引き続き同じ割合で続ける

と。

　この場合の摂津市での影響でございま

す。まず案１で申しますと、影響額、持

ち出し額ですね、持ち出しのふえる額が

２億４，０００万円、案１の場合は２億

４，０００万円持ち出しとなります。案

２の場合ですね、これ現行と同様ではご

ざいますが、ゼロ円化にすることによっ

て案２で１億２，９００万円、これだけ

の影響が見込まれます。ただ、拠出超過

になった保険者に関しましては、激変緩

和措置としまして都道府県の調整交付金

で、超過額を補填するというものも示さ

れております。

　ここにつきましても、案１と案２によっ

てこの激変緩和を対象とする要件という

のが、今議論されておりまして、ここの

中で案１につきましては、保険料の据え

置きなどをしていないこと。また、予定

収納率が５ポイントを超えていないこと、

というのが案１となっております。

　案２におきましても、激変緩和の条件

として、一般会計からの不適切な繰り入

れ、根拠のない収入などに保険料を抑制

するなどをしていないことなどが、こち

らのほうにはより厳しい激変緩和の要件

を示されております。

　こういった部分につきまして、本市の

ほうとしましては、所得割をふやすとい

うことにつきましては、北摂各市大きな

打撃を受けます。ここについては、北摂

各市とも連携させていただきまして、こ

この見直しについて強く求めているとこ

ろでございます。特に激変緩和について

も、きっちりとしていただけるようにお

願いをしておるところでございます。

　今後、北摂につきましては箕面市のほ

うが、このワーキンググループの代表と

して出てもらっておりますので、箕面市

とも連携を密にしながら、北摂の要望を

通していっていただくようにお願いして

いるところでございます。

　一般会計の繰り入れにつきましては、

基本的には当然ながら特別会計、原則的

には法定外からの繰り入れなく運営して

いくところでございます。

　今後の見通しにつきましてですが、保

険料についてはこういった共同事業の部

分が非常に見通しがつきにくく、今議論

のされている段階で、なかなか情報が入っ

てきておりません。このような状況で、

保険料を平成２７年度どういった形で設

定するかというのは、こういった部分と、

今、国のほうでもですね、基盤安定の保

険者支援分というものが別でございます

ので、こちらも以前から申しております

が１，７００億円規模の財政支援という

のが検討されております。こちらにつき

ましても、北摂、大阪府内、全てが早期

実現、平成２７年度中には実現いただく

ように要望しておりますので、当然なが

ら法定繰入がふえるということであれば、

それに見合った法定外繰入も減少はさせ

ていかなければいけないものだと考えて

おります。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　今、摂津市の国保に関

連して、広域化のワーキンググループで

話し合われていることが、非常に大きく

影響してくるというお話でした。今、所

得割５０、被保険者割５０で、この安定

化事業についてはやっているけれども、

この所得割２５、被保険者割５０で医療

費実績２５、これが現在ですよね。これ

そのものがですね、全国的に見たら大阪

がすごく特殊なやり方であって、他府県
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ではこの所得割というのを入れないで、

被保険者割と医療実績で割っているとい

うところがもうほとんどだというふうに

お聞きをしております。この所得割を入

れることによって、交付金と拠出金の割

合が非常に大きく変わってきて、今でも

大阪府下の中では、大阪市などは単年度

黒字をこの間ずっと続けてきていて、非

常に大きな累積赤字はあるんですけれど

も、それがどんどん減少していっている

という状況をお聞きしています。

　摂津市のように赤字になっていってし

まうというふうなところもありますが、

この所得割５０というのをなくして、全

国のやり方と同じような被保険者割と医

療費実績割ということでやると、この安

定化の事業も決してそのマイナスには摂

津市はならないというふうにお聞きもし

ております。

　ましてやここに、医療費割を入れずに、

もう所得割と被保険者だけで５０、５０

でやってしまうと、この差はますます大

きくなって、大阪府下のほとんどのとこ

ろは非常にマイナス影響を受ける。幾つ

かの大阪市とかそういう大きな市だけが

プラスになる、その落差がすごく激しい

というふうにも聞いております。

　先ほど前期高齢者の交付金のことで話

をしましたけれど、大阪市などはこの前

期高齢者の交付金も非常に大きい割合で

入れられているので、こういうふうに共

同安定化事業でそこを助けないといけな

いというような状況ではなく、今、この

前期高齢者の交付金それぞれがもらって

いる中で、それぞれ財政がよくなってき

ている状況の中で、共同安定化事業の割

り振りを偏ったやり方に変えるというこ

とに対しては、もちろん摂津市も北摂全

市も抗議をしておられることだと思いま

すので、これについては引き続きぜひと

も抗議をしていただきたいと思うのです

けれど、それが届かなかった場合という

こともやはり考えていかなくてはいけな

いと思うのですが、それに対して大阪府

下全体で統一保険料を目指すというふう

なことも言われておりますけれども、法

定外の繰り入れをもうなくしていくんだ

というふうなことも言われていて、それ

で今、先ほどおっしゃったような厳しい

条件というか、まあ法定外の繰り入れを

するところにはペナルティーをつけるぞ

というふうな内容なんだと思いますけれ

ど、そういうことを全体としてやろうと

してきているんだと思います。

　しかし、国保というのは、先ほどもお

話がありましたように、現役の働いてい

る方だけではなくって、もう失業された

方とか、それから年金生活になられた方

とか、相対的に所得の低い方が入ってお

られる。それはもう国民皆保険制度の下

支えですから、そのためにつくられた国

保ですから、ここには公費を投入すると

いうのは当たり前のことだと思います。

法定外繰入をできるだけなくしていきた

いようなお話も今ちらっとありましたが、

これは市民の保険料を抑えるためにぜひ

ともふやしていただきたいというふうに

思いますし、もしこういうふうに摂津市

にとって不利な状況で確定をしていくと

いうことになったとしても、摂津市はや

はり保険料を上げないという姿勢を、しっ

かり示していただきたいと思います。

　一般質問でもお話をしましたけれど、

摂津市は北摂でも、大阪府下でもすごく

安かった、北摂の中でも安かった保険料

が、モデルケースですけれど、４０歳以

上夫婦と子ども２人というところで、北

摂の中でも上から数えて３番目というと

ころまで保険料上がってきています。

　一般質問のときには時間がなかったの
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で紹介はしませんでしたが、豊中市など

は摂津市よりも低くなっています。これ

は、去年、ことしと豊中市は国保料を値

下げをしております。大阪府内統一保険

料というふうに言われますけれど、みん

ながそこへ向けてどんどん上げていった

ら、その統一保険料すらもどんどん上がっ

ていくということになります。今、やっ

ぱり摂津市が低いところで頑張ってこそ、

大阪府下全体にもし統一保険料になると

しても、それは高い保険料にならないと

いうことにつながるのではないでしょう

か。やはり、ここのところは市民の暮ら

しを一番に考えていただいて、どういう

事態になろうともしっかりと法定外の繰

り入れもしていただいて、市民の保険料

を上げないというその姿勢をぜひともお

願いしたいと思います。

　最後にご答弁をお願いします。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　まず共同事業に関

しまして、今後の部分でございます。

　確かに共同事業拡充されることによっ

てダメージを受けるというのが今の案で

は見えてきております。ここにつきまし

ては、先ほど申しましたように、北摂各

市で要望をさせていただいて、議論をこ

れから今後進めていくものだと思ってお

ります。

　また、法定外の繰り入れにつきまして

ですが、ここにつきましても現在、都道

府県化に向けまして国と地方との協議と

いうのが、一度７月に中間報告がされま

した。その後、また１０月に新たに議論

を始めるという情報も入ってきておりま

す。この中でやはり、一般会計からの法

定外繰入、国保につきましては全国的に

ここが多いというのが、やはり論点とし

て挙がってきております。こういった部

分につきまして、やはり国としても、こ

こを解消すべき財源ですね、投入という

のをやはり今後検討されていかれるもの

だと思っております。その中で、先ほど

申しました１，７００億円に加えて、ま

た新たな財源投入としまして後期高齢者

の総報酬制ですね、こういった部分で浮

いた分を国保に回すというようなのが、

今後、後半戦の国と地方の協議で議論は

進められるものと思っておりますので、

そのような状況を見ながらですね、本市

の保険料設定につきましても検討してま

いりたいと考えております。

○上村高義委員長　堤部長。

○堤保健福祉部長　少し補足をさせてい

ただきたいと思います。

　共同事業のあり方につきましては、所

得割を採用している都道府県というのは

非常に少ないのは、ご指摘のとおりでご

ざいます。前々回になりますが、この制

度ができたときに、北摂は所得が高いと

いうことで、非常に共同事業の拠出金が

ふえたという経過がございます。所得割

が２５％になったときですね。それで、

今回につきましては、大阪府の第１案、

第２案ということで先ほどご紹介ありま

したけれど、第１案では所得割を５０％

にすると。所得が高い北摂が何を言って

いるんだということで、大阪府下の市町

村も前々回のときには、あまり北摂の味

方にはなっていただけなかったというよ

うな状況がございます。

　ただ、この所得割を５０％にして医療

費割をなくすということにつきましては、

これは私どもが以前から努力しておりま

す医療費の適正化という努力を、全く認

めないものであります。２０２５年に向

けて医療費がどんどん膨れていく、１０

年間で１．７倍ぐらいになると言われて

ます。その中で、医療費の実績を全く無

視したこういうやり方は到底私どもも許
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されるものではないと思っています。

　ですから、北摂市長会を通じまして大

阪府にも要望しておりますし、さらに森

山市長が、現在、大阪府市長会の会長で

もございますので、そういったことも考

えながら、私どもも医療費の実績割をな

くすということは、これは本来あっては

ならんことだと思っておりますので、強

く大阪府に対して申し入れをしていると

ころでございます。

　あとペナルティーの話、あるいは大阪

府で統一保険料を目指していくのかとい

うあたりなんですけど、先ほども申し上

げておりますように、はっきりと今何も

示されていないという状況でございます

ので、本市としてはそういう努力をしな

がら見守っていきたいと考えております。

最終的に、限られた財源でございますの

で、一般財源をどれぐらい投入できるか

というのが、財政とも今後も話し合いを

していかなければならないものです。ペ

ナルティーの話が現実にあれば、料金改

定については、そのときには改めてお示

ししなければならないような状況も考え

られます。そこのところにつきましては、

もう少し議論が進んで、国の１，７００

億円の投入ですとか、あるいは大阪府の

第１案、第２案、ペナルティーの状況と

かですね、もう少し明らかになってから、

改めてお示しをさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　今すぐに答えが出るよ

うな中身ではないと思いますし、努力さ

れて不公平なやり方に対してはきっぱり

と反対もしていくということで、おっしゃ

られているので、そこは本当に頑張って

いただきたいなというふうに思いますけ

れど、どういう形になったとしても、や

はり国保というのは市民の皆さんの健康

を守る大切な制度です。制度を守るとい

うことももちろん必要ですけれども、そ

こに入っている人たちが守られるという

ことが、本当に大事なことだと思います。

社会保障の制度であるということで、こ

の保険料が高額なために本当に差し押さ

えにあったりとかですね、いろいろなこ

とも起きています。そういうふうなこと

につながらないために、本当に払える国

民健康保険料にしていただくという、こ

こをまず第一の姿勢としてこれから考え

ていっていただきたいと思います。

　先ほど、２億円とか１億円ぐらいの持

ち出しがあるというふうなお話もありま

した。これからあと介護保険特別会計の

中で１億円を超える基金があるやないか

と言ったら、また恐らくそんなに大きな

お金ではありませんというふうな話が出

されるんだろうなと思っているんですけ

れども、市にとって１億円、２億円とい

うものと、それが値上げとして市民にか

ぶってきたときに、その金額が本当に大

きくなっているということについては、

ぜひ考えていただきたいですし、その今

お話のありました都道府県化の中の議論

の中でも、国保の加入者、中所得者、低

所得者、国保に対しての国保料の負担が

限界に来ているというようなことも、議

論の中では出ているというふうに言われ

ています。ぜひとも、その姿勢で保険料

上げないということを強く要望して終わ

ります。

○上村高義委員長　増永委員の質問が終

わりました。

　ほかにありませんか。

　村上委員。

○村上英明委員　今回は国保特別会計で

あります。基本的には、また私個人の考

えは、この特会は特会の中で運営してい

くというのが、基本的なベースなのかな
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というふうに思うわけでありますけれど、

その中でちょっと３点ばかりお尋ねをし

たいなというふうに思います。

　まず１点目は、先日の一般会計のとき

でも若干申し上げましたけれど、歳入の

面ですね、１８ページのところでありま

すけども、収入未済額のことであります。

これもこの平成２４年度から見れば、平

成２５年度で減っているというふうなこ

とでもあるのですが、中身的には、先ほ

ど収納率の件とか、また変な言い方すれ

ば、不納欠損といったことですね、いろ

いろとあったかと思いましたけれど、若

干減っているというような数字であるか

と思いますが、金額とすれば９億９，６

５９万円ということで約１０億円にも達

してきているというようなことでござい

ます。この対応について、１点目お尋ね

をしたいなというふうに思います。

　２点目が、歳出のほうで２６ページの

ところでありますけれど、コンビニ収納

代行業務委託料というのが計上されてい

るということで、これも予算から見れば

約３分の１の決算になっているというこ

とだと思うんですが、この３分の１になっ

たという経緯と、このことをどう捉えて

おられるのかということで、２点目お尋

ねをしたいなというふうに思います。

　もう１点、３点目なんですが、決算歳

出、３２ページというところであるので

すが、後発医薬品普及促進委託料という

のが計上されているというふうに思いま

す。これも予算から見れば、決算の約４

分の１になっているというようなことで

もあると思うのですが、この中身と、こ

の４分の１になったということをどうい

うふうに捉まえておられるのかというこ

とについて、お尋ねをしたいなというふ

うに思います。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　それでは、村上委

員のご質問にお答えさせていただきます。

　まず歳入の収入未済額、保険料の収入

未済額の件でございます。約１０億円に

なっております。これの対応でございま

す。先ほどの市来委員の答弁にもちょっ

と重なるところがございますが、収入未

済額につきましては、当然ながら、まず

現年分で滞納繰り越しをさせないという

部分がまず第１点でございます。ここに

つきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、口座振替の推進等ございます。

　次に、滞納繰り越し分でございますが、

こちらにつきましても収納率自体は年々

上がってきております。こちらにつきま

しては、現年分を納めていただくと同時

に、滞納分についてもあわせて納付いた

だくように、窓口でできる限り完納になっ

ていただくように、納付相談においてお

願いしているところでございます。現年

分を納めながら滞納分というふうになっ

てきますので、滞納分に厚みを持ったお

支払いというのは、難しい状況ではござ

います。そういった部分もありますので、

滞納につきましては一気に解消というの

は厳しいのかなと。しかしながら、こう

いった部分につきましては、納付の意思

がない方につきましては、やはり毅然と

した対応で、滞納処分もさせていただか

ないけないと思っております。こういっ

た部分にも、実際はさせていただいてお

ります。ただやはり、自主納付が原則と

なっておりますので、できる限り接触に

努めまして納付いただくように、ここは

根気強く対応しているところでございま

す。

　次に、コンビニ収納の、当初予算との

乖離の部分でございます。コンビニ収納

につきましてはですね、平成２４年度か

ら実施を開始させていただきました。平
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成２５年度の予算計上に当たりましては、

平成２４年度からさせていただきました

が、導入当初どれぐらいの件数があるの

かというのが、なかなか見込みづらいと

ころがございましたので、先行しており

ます税のほうの情報などを見ながら予算

計上をさせていただいておりました。し

かしながら、申しましたように口座振替

がふえてきておりますので、コンビニ自

主納付の部分ですね、この辺の割合が減っ

てきておると、そういった部分でなかな

か見込みが難しかったという部分がござ

います。２年たちましたので、平成２７

年度以降は適正な予算組みをしてきたい

と考えております。

　続きまして、後発薬品の勧奨委託につ

きまして、これまで民間の業者のほうで

委託を行い、ジェネリックの勧奨をさせ

ていただいておりましたが、平成２４年

度からですね、国保連合会のほうがです

ね、新たにジェネリックの勧奨のほうを

始めましたので、国保連合会のほうに２

４年度から委託を変更させていただいて

おります。これによって、非常に委託単

価が安くなりましたので、そういった部

分です。ただ、件数につきましては、年

度途中でございましたので、どれぐらい

あるかというのが決算を見ないとわから

ないところがございましたので、予算組

みでは一旦、多くとらしていただいてお

りましたが、平成２４、２５、２６年と

やることによって、こちらにつきまして

も平成２７年度ですね、一定精査した予

算組みができるのかなと思っております。

○上村高義委員長　村上委員。

○村上英明委員　１点目の収入未済額の

件でありますけれど、例えばこの収入未

済額がもし半分になればという仮の想定

なんですが、そういうふうにすれば、こ

の都道府県化というか、この平成２９年

ですね、その件で赤字の解消もできると

いうようなこととか、また一般会計から

の繰り入れもなしでも何か運営できるの

ではないかという、数字の話なんですけ

れどね、そういういろいろとお話もござ

いますし、私もそういうふうに考えてい

るとこなんですけれど、やはり確かに、

大変厳しい方もおられると思いますし、

また担当の方も現年分も徴収しながら、

この滞納分も徴収するという面では、本

当にこの分割納付のことであるとか、い

ろいろと本当に丁寧な対応をして私はい

ただいているのではないかなというふう

に思うんですね。そういう中であるんで

すけれど、やはりこの数字上から見れば、

やはりこの収入未済額というのはやっぱ

りなくしていくということが、本当に大

前提でいろいろと対応していくというの

が基本ベースなんだろうなというふうに

思います。

　そういう意味で、先ほどからも本当に

この共同事業の拠出金の件とかですね、

ということで今後のこととかいろいろと

お話もございました。市民の方において

は、やはりこの自分の病院に行ったとき

の医療費を削減するということではある

んですけれど、今、健康増進ということ

で、結構ウオーキングをされている方が

ふえているんじゃないかなと思いますし。

また、そういう方々からもですね、この

自分の医療費もそうなんだけれど、市全

体の医療費の削減にもつながっていくと

いうことを考えれば、本当に小さな小さ

な動きかもしれないけれど、こういうウ

オーキングという一つのことを通じて、

健康増進がどんどん市内に広がっていけ

ばというようなことも、言われておられ

ましたので、そういう意味では、これか

らもしっかりと健康増進もしていただけ

ることも、普及啓発もやっていかなけれ
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ばいけないということでもありますし。

また今本当に、この１１月ですかね、鳥

飼コースですかね、ウオーキングコース

が新たにまたできるというようなことと

かですね、市内の方々のウオーキングの

意識がだんだん高まってきていると思う

んで、そういう意味では健康増進も含め

てお願いしたいなというふうに思います

けども。やっぱりこの収入未済額という

ことも、きっちり払っておられる方との

公平性とか、その辺も踏まえて、この現

年分もそうですが、滞納分もしっかりと

また丁寧な対応をしていただいて、徴収

をまたお願いをしたいなというふうに思

います。

　また先ほど一般会計の繰り入れという

件もそうなんですが、ある市民の方々か

らすればですね、やっぱりこの一般会計

を入れるということであれば、社会保険

に入っている方からすれば、社会保険に

も払っている、かといって国保にも払う

ようになる、二重払いになるんちゃうか

というようなお話も言っておる方もおら

れますので、そういう意味では、こうい

う収入未済額、また削減をしていただい

て、健全な対応をお願いしたいなという

ふうに要望としておきますので、よろし

くお願いいたします。

　それから、コンビニ収納の件でござい

ます。

　普及啓発というのは、何かもうひとつ

なのかなというふうな感じもしますし、

また口座振替とか、また窓口でのペイジー

の関係とかですね、そういう普及もあっ

ていろいろと二重、三重の形での収納と

いう形でされているという中で、このコ

ンビニ収納がどうなのかなという面もあ

るのですが、やはり２４時間払えるとい

うようなメリットもありますので、そう

いうメリットをしっかりと普及していた

だいて、収納率が上がっていくようにこ

れもお願いをしたいなと、これも要望と

しておきます。

　３点目の後発医薬品の件であります。

本当に医師会というのですかね、ご協力

をしていただきながら、このジェネリッ

クの普及もしっかりとしていただいてい

ると思うんですけれど、まだ市民の方か

らもですね、ジェネリックがまたそのと

きの担当の医師の判断だと思うのですが、

なかなかこのジェネリックというのがも

らえていないという方もお耳にしますの

で、そういう意味ではまた医師会の方に

も協力を得ていただきながら、ジェネリッ

クの普及に取り組んでいただければなと

いうふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。これも要望としておきま

す。

○上村高義委員長　村上委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　私のほうからは、保険

料に係るというか、広域化の点で先ほど

もずっとお話しされてますけれど、一つ

だけ確認をさせていただきたいと思いま

す。

　この１４日部長会でね、市長からも、

決算は来年度予算につながるということ

で大切な審査だと、述べられております

ので、まず国保会計からの流れのことに

ついても確認をしていきたいと思ってお

ります。

　決算書２２ページにありますように、

平成２５年度予算では約１億円の保険料

の軽減繰り入れを行っていただき、非常

に高く評価をしたいと思います。

　そして、また先ほども議論ありました

けれど、ペイジー振替や振り込みの増加

ということで、保険の収納も改善してい
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るということも、よいことだと思ってお

ります。

　しかしながら、先ほどからも議論あり

ました繰り上げ充用、３億７，８００円

余りになって、３５ページの収支では４

億円を超える赤字の改善ということまで

にはなっていない、こういうことなんで

すけれど、ことしの予算では軽減繰り入

れはなくなったということで、保険料の

値上げにつながりました。

　市はことしの値上げについて、国から

広域化、府一元化のゴールだけは決めら

れて、急な保険料の値上げは避けていき

たいというようなことも説明されており

ますけれど、広域化までに国保の健全化

ということなんですけれど、先ほどから

の議論を見てますと、本来なら、国が市

民負担、医療に負担をかけないためにお

金を出さないといけないところを、福利

厚生の向上という立場で自治体が繰り入

れを行って、保険料負担をかけないとい

うことを補完してやっているわけですよ。

これをしてはいけないという押しつけと

いうのは、もう自治体のあり方の否定で

はないかと私は思っているんですけれど、

先ほどのレセプトの方針でも、繰り入れ

を行わない方針、これをやらないと激変

緩和やらないよとか、要するに出口をど

んどんふさいでいっているわけですね。

で、国保の一元化までの健全化というこ

とですけれども、これから３年間、こと

しも含めてですけど、保険料の値上げで

埋められていくということにならないか

ということですが、繰り入れをやっては

いけない、でも健全化はしなくてはいけ

ないということになると、これはもう保

険料を上げていかなとだめですよねとい

う方針を、国はというか広域化は、方針

は出しているのかと思いまして。しかし

一方で、この広域化の前に、国保会計の

基金が積み上がっているところでは、こ

としから保険料の引き下げがどんどん、

先ほども増永委員も言われていましたけ

れど、引き下げの実現もされています。

３年間で基金を取り崩していくというこ

とになるのかもしれませんけれど、広域

化方針で、摂津市の場合は赤字ですね、

累積赤字、赤字の解消、それから基金が

積み上がっているところですね、これを

取り崩し、こういったことをどういうふ

うに扱いをされているのか、広域化方針

でこの累積赤字をどうするのかと、これ

まで摂津市、自治体が国保を運営してて、

それがまずかったということなのかどう

かはあれですけれど、これをこの３年間

で保険者の負担で穴埋めしていくという

のは筋が違うと思うんです。先ほど言っ

たように、ペナルティーをされるからそ

の繰り入れをしない、この繰り入れをし

ない分の本来なら国とか、公が保険料軽

減のために手当しなければならないこと

をやらないから、現在の保険者に負担を

かぶせていく。こういったやり方という

のは、やっぱり筋が違うと思いますので、

この累積赤字とか、広域化方針、先ほど

のレセプトの来年からスタートするとい

うことも含めて、保険者に負担をかけて

いかないという点で、どういう方針を持

つのか。その辺をお聞きしたいと思いま

す。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　国保制度そのもの

の部分が大きいのかなと思います。非常

に国民健康保険の制度につきましては、

昨年末のプログラム法案で都道府県化が

示されました。前回もお話しさせていた

だいたんですけれど、国保制度ができて

以来の一番大きな改革となっております。

そのような中、今現在、国と地方におい

て、今の国保、市町村の今の実態を見て

－22－



どうして進めていくのかと、どういった

運営をしていくのかというのが議論をさ

れております。

　そのような中で、先ほども申しました

とおり、一般会計の法定外繰入というの

に頼っている市町村が多いと、ここを何

とかしなければいけない。当然ながら知

事会のほうにつきましても、財源をふや

していただくように強く求めておられま

す。このような状況がございますので、

やはり市としてですね、どういうふうに

今後進めていくかというのを、現時点で

なかなか答えづらいところではございま

す。法定外繰入につきましても、やはり

保険料の法定繰入をふやしていただける

ということであれば、当然ながら減らし

ていかなければいけないと考えておりま

す。

　そういった部分で保険料率がどうなっ

ていくのか、保険料がどういうふうに動

いていくのか、そこにつきましては共同

事業等、前期高齢者もございます。こう

いった動きで保険料がどういうふうな結

果となるのか、保険料といいますのは、

やはり歳出額が決まって、その中から歳

入、国、府や共同事業からいただく部分

を除いたものが保険料として賦課させて

いただく部分になりますので、やはりこ

の辺が決まらないことには、保険料とい

うのがなかなか見通しというのが立てに

くい状況ではございますので、現時点で

はここぐらいまでしか、ご説明はできな

いかなと思っております。

○上村高義委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　これ以上言えないとい

う議論で私ら納得して終われないんです。

いいですか、先ほどの法定繰入が非常に

多い、当たり前なんです。これは繰り入

れに頼っているとか言われましたけれど

も、繰り入れに頼っているんじゃなくて、

保険者の負担をふやさないために福利の

厚生を図るという自治体としては当然の

仕事として、国がやらないから補ってやっ

ているわけですね。これをだから要する

にやってはいけないというふうにするこ

と自体がおかしいと私は思っていますけ

れど、本来なら法定軽減というのを国が

しっかりやらないといけないところを、

自治体が補っているわけですから、それ

でかかった療養費というので国、府で出

す割合を決めて、これ以上出さないよと、

もう絶対これ以上出さないというような

ところで、残りが保険料という話ですか

ら、残りはどんどんふえていったら、ど

んどん保険者に負担がかかると、こうい

う仕組みになっているわけなので、これ

をしっかりと国に求めて、かつ広域化の

ために赤字の部分とか、それこそ積み立

てている分はどうするのか、市に戻しちゃっ

ていい、これは国保だけのお金ですから、

市に戻していいわけはないと思うのです

けれど、こういったものもどういうふう

に使っていくのかというのも、しっかり

と国に責任を求めて、ほんまに保険料に

しか出口がないという議論をやめていた

だきたいと私は思っているんですけれど

も。まだまだ国に要望をしっかりと上げ

ていっていただかないと、スタートでき

ないと思うんです。だから、こうなって

いますから、法定繰入もないですし、市

からの繰り入れもできませんからという

話で置いておくと、来年この分、保険料

にはね上がるということになりませんか。

だから、保険料にはね返さないように、

どうしていくのかという形をもう少しお

答えいただければと思います。これしか

言えませんでは、私ちょっと納得できま

せん。

○上村高義委員長　府への要望をどうさ

れているかというのも含めてね、答弁お
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願いします。安田課長。

○安田国保年金課長　確かに最終出口が

保険料というのは、保険料に頼らざるを

得ないという意味ではございませんで、

当然ながら国、府に負担をいただくのが、

ここは強く現在求めているところでござ

います。大阪府市長会を通じまして、国

のほうへの要望ですね、財政手当をふや

すような要望はしております。共同事業

につきましても、先ほど答弁させていた

だきましたが、過度な負担とならないよ

うな要望ですね、こちらにつきましても

北摂ブロックを通じて、強く一丸となっ

て要望しているところでございます。

　こういった部分につきましては、やは

り市として非常に努力はさせていただい

ております。また、歳出の部分につきま

しても、やはり医療費、ここを抑えない

とどうしても入がふえたとしても、やは

り保険料で転嫁されてしまいますので、

やはり出としましてもやはり医療費を抑

えるという医療費削減のほうの努力も、

国保の現場としてはさせていただいてお

ります。

　最終的にそういった結果、保険料とし

てどうなるかという部分になってきます

ので、そこについては最終的にそちらが

決まっていって、保険料が確定するもの

ということでございますので、そこはご

理解いただければと思います。

○上村高義委員長　堤保健福祉部長。

○堤保健福祉部長　先ほどのご質問で、

１点、累積赤字をどうするのかという話

がございました。累積赤字につきまして

は、これまでやってきたやり方では、単

年度の収支の均衡を図ることを目的にし

ておりますので、過去の累積赤字を消し

にいっているわけでは決してございませ

ん。今後も、方針としてはそういうこと

で臨みたいと考えておりますし、府下で

は、何十億という単位の赤字のところも

ございます。都道府県化に当たっては、

ある一定起債とかそういった仕組みも認

められるのではないかなと思っておりま

す。

　本市の場合どうするのかにつきまして

は、その方針が示された段階で、お示し

をさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

○上村高義委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　先ほど起債の話もでま

した。まあ赤字の分はそれこそ起債とか

いうような形で、持ち越していくという

可能性もあるわけですね。これ、現在の

被保険者にかけていくというのはやっぱ

り筋が違うと思いますし、先ほどもその

国の方針、府からの押しつけではありま

すけれど、被保険者に負担をかけないと

いう点では、この広域化までに一般会計

繰入をやらないという方針ではなくて、

これ以上保険料を上げないというために

は、これはもうペナルティーが云々とい

うような話があります、それを超えてで

もやはり被保険者に負担をかけない繰り

入れというのは、やっぱり考えていくべ

きだと思います。まあそれは要望にして

おきます。

　広域化には、まだまだハードルがある

と思うんですけれども、予算ではそれこ

そ市独自の軽減制度や、一部負担金の軽

減制度が市での継続ができるのかなども

今後伺っていきたいと思います。

○上村高義委員長　山崎委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村高義委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１１時５１分　休憩）
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（午後　０時５７分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　続きまして、認定第８号の審査を行い

ます。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　増永委員。

○増永和起委員　摂津市には現在この後

期高齢者医療制度に加入しておられる方、

何人ぐらいいらっしゃるのかということ

と、それから、普通徴収と特別徴収の額

が、普通徴収も結構多いのかなというふ

うに思うんですけれども、滞納額という

のも発生もしておりますが、こういう中

で、この後期高齢者医療制度に加入され

てらっしゃる方は７５歳以上の方であり

ます。こういう方々に対して、資格証の

発行であるとか、また滞納に対しての差

し押さえや換価というふうなことが行わ

れていることはないかということについ

てお聞きしたいと思います。

　それと、１６０ページの款２後期医療

費の納付金です。同じ摂津市にお住まい

であるのに、７５歳になった途端、後期

高齢者のほうに、摂津市の国保とかに入っ

てらっしゃった方も抜けて、そちらの後

期高齢者のほうに入るということになっ

てしまうわけなんですけれども、摂津市

の国保の場合でしたら、医療費で大変困

るというふうなことがあったときには、

一部負担金の免除の制度などが使えるの

ですけれども、後期高齢者の制度になり

ますと、非常にこの制度が使いにくいも

のになっております。一部負担金の免除

の制度、後期高齢者のほうに行かれた方

の中で、どれぐらい利用件数があったの

か、これについてもお聞かせください。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　増永委員のご質問

にお答えさせていただきます。

　まず、１点目、後期高齢者の被保険者

の数でございます。年度末数値でござい

ます。平成２５年度末、平成２６年３月

の人数でございますが、７，４４５人、

こちらが被保険者の数字でございます。

ちなみに、後期高齢者ができました当初

の平成２０年度末の被保数で言いますと、

５，５０２人となっております。

　続きまして、普通徴収、保険料滞納の

件でございます。

　資格証の発行の状況でございますが、

後期高齢者で資格証を発行させていただ

いている方はございません。あと、差し

押さえの状況ですが、平成２５年度まで

はございませんでしたが、平成２６年度、

１件だけ執行させていただいております。

　次に、一部負担金免除の件数でござい

ます。

　平成２５年度につきましては、一部負

担金免除は、摂津市では０件となってお

ります。これまでで言いますと、２４年

度、１件、災害で受けられた方はござい

ます。平成２３年度も０件、平成２２年

度も３件、災害で受けられております。

府内全体で見ておりますと、認定を受け

られた方は１９件となっておる状況でご

ざいます。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　後期高齢者の方はだん

だんふえてこられていることだと思いま

す。

　そもそも、資格証に関しては、以前の

法律では、７５歳以上の方には資格証を

発行してはならなかったというふうに思っ

ています。それが途中で変わっていきま

した。この後期高齢者の医療制度に移ら

れて、高齢の方なんですけれども、摂津

市は引き続きずっと資格証を発行せずに

ということで行っておられると思います。

資格証の発行に関しては、政府のほうか
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らも、後期高齢者の方に関しては慎重に

ということも出ていると思いますので、

引き続き、これは資格証を発行するよう

なことにならないように、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

　それから、差し押さえに関して、１件

あったということですけれども、もう少

し具体的な内容、できる範囲で結構です

ので教えていただきたいなというふうに

思います。

　それから、一部負担金ですけれども、

これも０件ということですが、国民健康

保険のほうで、平成２５年度で結構です

ので、何件、一部負担金の減免制度を使っ

ておられるか、教えていただきたいと思

います。

　制度の内容が、摂津市が行っている部

分と、それから、後期高齢者のほうの一

部負担金の条件が大分違いますので、中

身が本当に合わないということも、大き

くこの件数が少ないということにあるの

かなと思いますので、両方の制度の違い

についてもご説明いただけたらなという

ふうに思います。よろしくお願いします。

○上村高義委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　差し押さえ１件の

内容でございます。

　１件の方なので、あまり具体的にはお

答えはしづらい状況ではございますが、

国保から後期に移られた方でございます。

これまでも、保険料につきましては、一

定、現年分は納めていただいていたんで

すが、少し、ちょっと滞納分で残ってい

る部分がございました。後期に入られた

当時の部分も少し残っておりました。そ

こにつきまして、本人とも、こちらにつ

きまして大分お話はさせていただいてお

ります。本人につきましては、資産をお

持ちというのも確認させていただいてお

ります。そういった状況ですので、本人

にも話は大分させてもらって、了解済み

という状況での差し押さえとなっており

ます。

　続きまして、国保の一部負担金の件数

ですが、こちら、平成２５年度分になり

ますが、件数で申しますと、一部負担金

免除５９件、国保のほうはいたしており

ます。それと、国保と後期の免除の内容

でございます。

　国保につきましては、生活保護基準を

用いまして、基準以下の方には該当して、

一部負担金免除の適用のほうをさせてい

ただいております。

　後期の一部負担金免除の要件でござい

ますが、後期高齢者被保険者の属する世

帯において、過去１年以内に災害を受け

られた方、事業の休廃止で失業等により

収入が減少した方、世帯主の死亡、もし

くは心身に重大な障害を受け、また長期

入院したときのいずれかに該当したこと

により、住民税が減免され、または被保

険者の属する世帯の収入が生活保護基準

以下で、かつ預貯金額が生活保護基準の

３か月以下となった場合で、一部負担金

を支払うことが困難と認められるときは、

６か月に限り、一部負担金が免除される

ということになっております。平成２５

年度４月からですが、被保険者でなく、

世帯主以外でも、住民票上の同一世帯で、

生計を主として維持するものが事由に該

当する場合も申請可能となったというこ

とで、変更されているのというのはござ

います。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　差し押さえの問題につ

いては、本人もご了解済みというような

内容ではございましたが、やはり７５歳

を超えておられる方、いろんな事情があっ

て滞納になっているということはあり得

ると思います。これに関しては、本当に
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慎重に行っていただくように、差し押さ

えをすることのないようにとお願いを申

し上げます。

　それから、一部負担金ですけれども、

国保のほうは加入者がもっと多いですか

ら、分母が違うとは思いますけれども、

それでも、摂津市の場合は、大阪府下で

も一部負担金の免除を利用されている方

が多いということで、摂津市のほうで親

切、丁寧に、そこのところは対応してい

ただいていると思っております。７５歳

になった途端に、本来なら、そういう方

こそ、この病院に対してのお金、治療費

について、不安のない状態で過ごしてい

ただくということが必要だと思うんです

けれども、それが災害であるとか、そう

いう特別な場合でない限りは使えないと

いうふうになっているというのは、非常

に問題があると思います。できるだけ使

える条件のある方には教えていただいて、

こういうものがありますよということで、

広報もしていただくというふうなことも

ぜひお願いをしたいと思いますし、また、

その後期高齢者のこの医療のほうの制度

として、もっと改善がなされるように、

ぜひとも声を上げていただきたいなとい

うふうに思います。これは要望にしてお

きます。

○上村高義委員長　増永委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　それでは、後期高齢者

医療特別会計についての確認もしていき

たいと思うんですが、これは、制度その

ものはもう国の制度で、広域連合でやら

れておりますので、なかなか摂津市から

言うて、制度そのものの改善というのが

非常に難しいということはわかっており

ますけれども、しっかり摂津市の高齢者

のやっぱり生活を守る、医療を守るとい

う点でご努力いただきたいと思っており

ます。

　この制度そのものは、２年ごとの保険

料の値上がりで、６年間でじわじわっと

ふえてきているわけです。そういう中で、

厚生労働省では自己負担金、医療費窓口

負担なんかも引き上げていこうというよ

うな論議もされてます。

　この間の１５日の厚生労働省の審議会

では、特例で９割軽減を行っている後期

高齢者の保険制度ですけれども、この平

成２８年度から廃止の方向というのが打

ち出されました。もう、この制度そのも

のが存在する限り、少しずつ悪くなると

いうことがもう証明されてきている制度

なんです。

　ですから、こういうところで、高齢者

福祉の原点に立ち戻って、もう医療が欠

かせない７５歳以上の高齢者の医療につ

いては、負担の軽減を図っていく内容と

いうものをしっかりと国に求めていただ

きたいと思います。それこそ、この平成

２８年度からの９割軽減なんかがなくなっ

ていく、負担がふえていくというときに

は、まだ予算のときにも話をしますけれ

ども、一般福祉施策ででも、高齢者の福

祉、負担の軽減の施策をやっぱり摂津市

としても持つような検討もしていってい

ただきたいと思っております。意見だけ、

お願いします。

○上村高義委員長　山崎委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村高義委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時１０分　休憩）

（午後１時１３分　再開）
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○上村高義委員長　再開します。

　続きまして、認定第７号の審査を行い

ます。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　それでは質問させて

いただきます。

　介護保険特別会計ということですけれ

ども、決算概要を見ましたので、ページ

番号をそれで申し上げますので、ご協力

をお願いいたします。

　まず、概要２５４ページに、項１、目

５居宅介護住宅改修費給付事業と、項２、

目４の介護予防住宅改修費給付事業と、

似たような事業がありますけれども、そ

れぞれどのような事業なのか、違いなど

を含めて教えていただきたいとなと思い

ます。

　続きまして、２５６ページの介護保険

啓発事業、介護の日のイベントなどに係

る介護保険制度の啓発とか書いてますけ

れども、具体的に介護の日のイベント、

どのようなものを開催されたのか、教え

ていただきたいなと思います。

　続きまして、２５８ページの介護給付

適正化事業、給付実績チェック委託料と

ありますが、どんなチェックを委託され

ているのか、内容を教えていただきたい

と思います。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、住宅

改修に係るご説明と給付適正化の件につ

いて、ご答弁をまず申し上げます。

　介護保険の決算概要の２５４ページに、

居宅介護住宅改修費の給付事業と、よく

似ております介護予防住宅改修費給付事

業でございます。

　これにつきましては、介護保険法では、

日常生活において介護を必要とする状態、

また要支援として手助けをするというよ

うな取り組みがございまして、それぞれ

とも条項が違います。この条項によりま

して、それぞれ予算計上しておりますの

で、基本的には改修内容は同一となって

おります。今回、工事事業の限度額につ

きましては一律２０万円となっておりま

して、給付費としましたら１８万円の給

付を行うという条件でございます。

　次に、決算概要の２５８ページ、介護

給付費適正化事業の給付実績のチェック

の委託料の内容について、ご質問にご答

弁申し上げます。

　給付の適正化事業は、介護保険給付が

伸び続ける中、必要な方に必要なサービ

スが適正に受けられるよう、調査及び指

導を行う事業でございます。

　国や府の計画に基づき実施しておりま

して、ご質問の給付実績のチェックの委

託内容につきましては、国保連合会から

提供される給付の実績データがございま

す。それと、市の要介護認定に使います

認定情報がありますので、この両者のデー

タを突合しまして、不適切な給付などが

ないかなど、また要介護度の状況と違う

給付がなされていないかなど、専用ソフ

トによりチェックをかけます。その専用

ソフトの調整と提供をしていただくため

に、まずこの委託料がございます。担当

課としましては、このソフトを活用しま

して、平成２５年度では、福祉用具の貸

与や給付における加算要件がいろいろあ

るんですけれど、この加算要件が合って

いるかどうかのチェックをバッチ処理で

行いました。その結果、年に２回、延べ

４７事業所へ、１，４７３件の照会を行

いました。

　また、別途、市内の１０の事業所には、

専門家を派遣しまして、個々のヒアリン

グを行うとともに、適正なサービスにな
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るように、サービス計画の作成の指導や、

年１回、事業所全体研修の講師派遣を含

めたものが委託料となっております。

　委託先につきましては、ＪＭＣ株式会

社になっております。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　それでは、介護

保険啓発事業についてお答えさせていた

だきます。

　介護の日のイベントについてですけれ

ども、これは、平成２０年に国が、介護

についての理解と認識を深め、介護従事

者、介護サービス利用者及び介護家族へ

の支援を行い、地域社会における支え合

いや交流の促進を図ることを目的として

まして、１１月１１日を介護の日と制定

いたしました。

　本市においては、これを受けまして、

平成２３年度より、毎年１１月の第２日

曜日に介護の日のイベントとして、介護

保険の事業者連絡会や老人介護者家族の

会、また認知症支援ボランティアなどの

協力を得まして、実施をしております。

　内容ですけれども、介護保険制度の周

知を図るようなパネル展示や福祉用具の

展示や体験、また介護保険の事業者によ

るリハビリテーション、レクリエーショ

ンの体験や作品展示、また介護講座、介

護相談、介護食についての講演会などを

実施いたしました。

　平成２５年度は、１１月１０日に開催

をいたしまして、約１，０００人の来場

者があったと聞いております。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ご答弁ありがとうご

ざいます。

　住宅改修の件なんですけれども、介護

保険法にのっとって、要介護と要支援で

分かれているということはわかりました。

改修内容は同一ということなんですけれ

ども、具体的にどんな工事ができるのか

とか、内容についてお伺いしたいと思い

ます。

　続きまして、介護保険の啓発事業です。

介護の日に、パネル展示や福祉用具、レ

クリエーションなどの紹介をしていただ

いているということがわかりました。

　ただ、ちょっと執行率が低いのが気に

なりました。５１．５％で、中でも報償

金というのが執行されていないんですけ

れども、どういう状況だったのか教えて

いただきたいと思います。

　続きまして、介護給付適正化事業で、

実績のチェックの委託料の件なんですけ

れども、専用ソフトによる加算要件など

のチェックをされているということで、

平成２５年は４７事業所、１，４７３件

の照会をされたということなんですけれ

ども、１，４７３件の照会をされてから、

具体的にどう動かれたのか、その効果に

ついてなど、お伺いしたいと思います。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、居宅

介護住宅改修費給付事業と介護予防住宅

改修費給付事業の内容について、ご答弁

申し上げます。

　まず、工事を希望されますと、理学療

法士や作業療法士などがご自宅を訪問し

まして、ご本人立ち会いの下、改装、改

修規模のところをチェックさせていただ

きます。次に、担当課のほうで見積書な

どの内容をチェック、確認しまして、工

事の許可をおろします。次に、計画どお

りに工事ができているかを現場確認させ

ていただいて、そしてその後、給付支払

いをしまして、一連の事業は終わります。

　工事の実績としましては、平成２５年

度におきましては２５４件、工事費の９

割を負担しますので、２，１５２万３，

９５９円の給付となっております。１件
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当たりにしますと、平均８万４，７４０

円の支給となっております。

　また、工事の内容につきましては、一

番多いのが手すりの取りつけ工事、２番

目に敷居などの段差改修、３番目にトイ

レや浴室の扉の交換など、少し件数は少

なくなりますけれども、浴槽の入れかえ、

また寝室にベッドが置けるように、板の

間への改修などとなっております。

　次に、給付の適正化の効果についてで

すけれども、給付の適正化には、直接的

な効果と間接的な効果があると認識して

おります。

　まず、直接的な効果としましては、今

回、１，４７３件の照会を行うことによ

り、国保連合会のほうに、過誤請求とい

う形で訂正をしていただくことになりま

す。その件数が４７件で、３４万８，３

６０円の過誤請求となっております。

　また、間接的な効果としまして、市が、

給付の膨大なデータの中から、システム

により、一括して利用者の状態像やサー

ビスの利用に疑念があれば、すぐに事業

所に照会するという行為や、またその後

の直接的な指導により、事業者を正しい

プランの作成、適正サービスの提供、ま

た適正な請求行為に向かわせるという力

があると考えております。これにつきま

しては、数値ではあらわすことはできま

せんが、大きな効果が得られているもの

と、担当課としましては理解しておりま

す。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　介護保険啓発事

業の執行率が低いということについて、

お答えをさせていただきます。

　先ほど、ご説明させていただきました

事業の内容の中で、いろいろな団体の協

力をいただいて実施しているわけですけ

れども、例えば、楽な介護方法といった

介護の講座や、ディサービス等のリハビ

リ、レクリエーションの体験、あるいは

作品の展示等は、介護保険事業者連絡会

の職員の方が講師となって開催をいただ

きました。回想法は、認知症ボランティ

アグループの方のご担当、あるいは介護

相談は、介護者家族の会の皆さんにご担

当いただいたりということで、共催の団

体が実施していただきましたので、予算

の執行をしておりません。

　また、介護食に関する講演会というこ

とで、一つ、講師をお呼びして開催をし

ましたが、これについては介護保険事業

者連絡会に費用を負担いただきましたの

で、市の報償費については使っておりま

せん。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ご答弁ありがとうご

ざいました。

　住宅改修の件なんですけれども、今後、

高齢者が、自宅でより長く生活していた

だけるよう、引き続き適正に執行してい

ただきたいなと思います。

　それと、介護啓発事業なんですけれど

も、イベントにかかわる分、講師料だと

かが要らなかったということで理解しま

した。

　介護を受けられる方も、近くでお世話

をされる方も、心配のないようにできた

ら、一番いい形だなと思います。そういっ

た上で、介護の日のイベントというのは、

有意義なものだと思いますので、適正に

執行していただいて、イベントも盛り上

げて、啓発事業を行っていただきたいと

思います。

　それと、介護給付適正化事業ですけれ

ども、平成２５年度の介護給付費は、平

成２４年度の３８億９，０００万円から

６％もアップして、４１億３，０００万

円を超えているようですし、まして市の
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負担も大きくなっているようですので、

不適切な給付が起きないために、この事

業をこれからも進捗いただきたいと思い

ます。

　少子高齢化に歯どめがきかなくなった

と言われてから大分経ちますけれども、

平成２５年度末での高齢化率が２３％と

いうことで、これからも、生活する上で

支援が必要だったり、介護が必要だった

りする方がふえてくると思います。今は

健康な方とか、まだ今、支援でとどまっ

ている方が、これから介護という段階に

進まないように、介護予防ということに

取り組んでいっていただきたいなと思う

ことと、また、この摂津市というのが、

健康寿命は高いまちになったらいいなと

いうふうな思いを持ってます。介護が必

要になってしまった方でも、楽しく、幸

せに毎日が過ごせるように、そして近く

で見守っている方も、介護に対する不安

がないように、楽しく介護をしてあげる

というふうになるように努めていってい

ただきたいなと思います。

　以上で、要望とさせていただきます。

○上村高義委員長　市来委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

　増永委員。

○増永和起委員　決算書に沿って質問さ

せていただきます。

　１３０ページ、目１一般管理費の節１

９負担金、補助金及び交付金、これはど

ういう内容のものでしょうか。それが一

つと。

　１３２ページ、項１、目５、市来委員

ご質問ありましたけれども、居宅介護住

宅改修費のほうです。これは、決算額が

１，３０８万８，１１０円、執行率で見

ますと、７０．５％でした。平成２４年

の額と比べても少ないと思うんですけれ

ども、これはどうしてこうなったのかと

いうことをお聞かせください。

　それから、同じく１３２ページ、項２、

目２の介護予防地域密着型サービス給付

費、これは内容について教えていただく

のと、それから、執行率が３７．９％だっ

たと思うんです。昨年は１００万円を超

える金額ですが、７５万８，７６１円で

すか、ということで、今年度予算２００

万円を組んでおられたんですが、これが

少ないのはどうしてかということも教え

てください。

　それから、１３６ページ、項１、目２

通所型介護予防事業費の内容ですね、ど

ういうものかということと、それと、平

成２４年は二次予防事業ということで、

その中にこれが含まれていたと思うんで

すけれども、ここについて、予算のとき

にも議論されていたと思いますが、もう

一度整理して、お話をいただきたいなと

思います。二次予防事業であったときに

は、臨時職員賃金があったと思うんです

けれども、どんなことをされていたのか

ということもお聞かせください。

　それから、１３６ページ、項２、目１

包括支援センター業務委託料、以前は直

営で人件費などが上がっていたと思いま

すが、委託料になって、１，０００万円

ほど増加していると思うんですけれども、

これはどうしてなのかということと、委

託によって事業の内容が変化をしている

のではないかなと思うんですけれども、

どういうふうに変わっていっているのか

ということも教えていただきたいと思い

ます。

　それから、１３６ページ、項１、目１

介護保険給付費準備基金積立金、これは、

当初予算で見ますと４９６万９，０００

円のところ、決算額では大きくはね上がっ

て、５，２７６万９２８円となりました。
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これについて、どうしてこうなったのか

という説明をお願いしたいと思います。

　それから、これは基金の積み立てです

けれども、基金の繰入金のほうは３，７

３４万１，０００円で、この積立金より

も少ないと思うんですけれども、これに

ついてもご説明をいただきたいと思いま

す。これによって、平成２５年度末の基

金残高はどうなるのかということも教え

てください。

　それから、ちょっと戻って済みません

けれども、１３２ページ、これ、款２の

保険給付費ですね。不用額が１億１，３

９６万１，３４１円、１億円以上の不用

額ということになっていますが、これは

どうしてこうなっているのかということ

を教えてください。居宅介護サービス給

付費が約４，０００万円、地域密着型介

護サービス給付費が約６，０００万円、

不用額ということで、その大きなものか

なと思っているんですけれども、その内

容について教えていただきたいと思いま

す。

　最後に、第５期の平成２５年はそのちょ

うど真ん中の年の分ということになりま

すけれども、平成２７年度からは新しい

第６期の始まりだと思います。国は、今、

介護の制度も大きく変えようとしている

ところです。摂津市は、この新しく始ま

る第６期に向けて、また国の制度をどう

いうふうに対応しようとしているのか。

行っていることですとか、今後、新制度

への移行の時期とかも含めまして、教え

ていただけたらなと思います。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　そうしましたら、

私からは、通所型介護予防事業費の内容

と包括支援センター委託料の件について

お答えさせていただきます。

　通所型介護予防事業費の内容ですが、

介護予防を目的とした講座、はつらつ元

気でまっせ講座の実施を保健センターと

ふれあいの里に委託をする費用となって

おります。これにつきましては、大きな

会場に、市全域の市民の方にお集まりい

ただいて講座を実施するという形から、

それぞれ地域でグループをつくっていた

だいて、そこで手を挙げいただいて、そ

こに講師を派遣するという形に変更をし

て取り組みを進めております。

　平成２４年度に、二次予防事業対象者

という事業の中に臨時職員の記載があり

ましたが、もともと、この通所型介護予

防事業は、二次予防事業の前には、特定

高齢者把握事業という名称で、平成１８

年度、この事業が開始になった当初には、

基本チェックリストを用いまして、生活

機能評価、生活機能検査を行う中で、二

次予防事業対象者を把握しまして、その

方々に通所型の介護予防事業にご参加い

ただいて、要支援にならないように取り

組んでいただくという趣旨の下、事業が

進んでまいりました。しかし、この特定

高齢者、二次予防事業対象者が、チェッ

クリストから把握を行うことが実際には

なかなか難しい。それよりも、地域の民

生委員や、ライフサポーター、そういっ

た方々から介護予防講座を受けたらどう

かと、要支援に近い方にお声をおかけい

ただいて、集まっていただき、講座を開

催するほうが効果があります。他市では、

基本チェックリストを６５歳以上の方に

郵送し、返信をいただいて、対象者を電

話にて勧誘するという方法もとっており

ます。摂津市の場合は、この二次予防事

業対象者の把握による臨時職員、保健師

を雇用いたしまして、地域における対象

者となられるような、この講座を受けて

いただいたらいいような方へお声かけを

していただいたり、あるいは老人クラブ
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等の体力測定の場に出向いていきまして、

チェックリストを実施し、対象者を把握

し事業につなげるといった活動をしてい

ただいています。

　通所型介護予防事業については以上の

ような内容になります。

　もう一点の包括的支援事業についてで

すけれども、これは、平成２５年度から、

社会福祉協議会のほうに委託をさせてい

ただきまして、主に保健師と社会福祉士、

あるいは主任ケアマネジャーといった３

専門職に係る人件費となっております。

　平成２４年度よりも１，０００万円ほ

ど増加しているということですけれども、

平成２４年度も、年度当初の予算は約５，

０７５万６，０００円という金額を予算

計上しておりましたが、非常勤の雇用と

なっておりましたので、専門職の退職や、

それに伴う職員の雇用といったものが確

保が十分できておりませんでしたので、

平成２４年度の決算額が下回ったもので

す。平成２５年度につきましては、当初

から専門職の必要数の９名も確保できて

おりますし、その後、欠員といったこと

もなく、安定した状況で業務のほうを遂

行していただいていると考えております。

　事業の内容についての変化ですが、基

本的には委託になりました後も、高齢介

護課と地域包括支援センターの連絡会を

月に１回開催し、相談事例の共有、ある

いは支援策の検討、または活動報告など、

常に情報交換をしておりますし、事業実

施につきましても、お互いに連携し対応

をしております。

　地域福祉活動支援センターの中に地域

包括支援センターがありますので、１階

にあります社会福祉協議会との連携、あ

るいは活動支援センターとして福祉関係

の団体の方も多くセンターを利用されま

すので、そういった会合のおりとかに、

包括にお顔をお出ししていただいて、何

げない相談や連絡等も実施されているよ

うにお聞きしておりますので、そういっ

た意味では、地域に根ざした福祉的な展

開が、少しずつですけれどもよい形で進

んでいるのではないかと考えております。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、決算

書１３０ページの一般管理費の負担金、

補助及び交付金の件につきまして、説明

させていただきます。

　これは、大阪府介護施設等の開設支援

臨時特例基金の補助金関係でございまし

て、これは鳥飼下にございます摂津いや

し園の小規模特養の定員が２９名の施設

の建設費に係る補助と、施設の開設の支

援という形の補助金でございます。施設

のほうは、順調に工事は済みまして、本

年４月１日からオープンをしております。

建設費は、建物だけで４億円から５億円

ぐらいの建設工事がかかっていることを

聞いております。

　次に、決算書１３２ページ、居宅介護

住宅改修費の執行率が前年度に比べて低

いのではないかということにつきまして、

ご答弁申し上げます。

　この居宅介護住宅改修は、要介護１か

ら５までの認定者の住宅改修を行うもの

で、前年度は９３．１％の執行率であり

ましたが、本年は１４６件の６５．４％

の執行になりました。当初予算組みをす

るときに、去年が９３．１％の執行率で、

場合によっては予算が超えてしまうので

はないかという危惧をしましたので、平

成２５年度に増額しましたが、結果的に、

件数としましては減という形でなったこ

とから、予算額が残ったという状況です。

　この住宅改修につきましては、今回、

１件当たりの工事金額が、５，３３４円

と１件当たりで減になっていることと、
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他のサービスにつきましては継続的に利

用できますが、住宅改修といいますのは、

不定期的に、必要なときに工事をされる

という状況になりますので、なかなか数

値が読みにくいということもありました。

また、給付金額が手すり１本でしたら数

千円なんですけれども、目いっぱいご利

用されますと１８万円の支給になります

ので、こういう工事内容も、担当課のほ

うでは調整できませんので、どうしても

多少の起伏があるものと理解しておりま

す。

　次に、１３２ページの介護予防地域密

着サービスの給付費について、内容と執

行率が低いことについてのご質問ですが、

まず、内容につきましては、要支援者が

地域密着型サービスとなります認知症対

応型の施設、グループホームですね、こ

れと認知症デイの利用、また小規模多機

能型施設の利用について給付を行う事業

でございます。要支援者は軽度な方なの

で、認知症の対応の施設を利用すること

は非常に少ない状況となっております。

認知症は重たくなりますと、要支援では

なく介護のランクに認定されますので、

もともとから、そういう認知症で要支援

の方は少ないというベースもありますの

で、本年、予算はアップして、２００万

円としましたが、執行率は３７．９％に

とどまっております。これにつきまして

も、平成２４年度は１５件と、平成２５

年は１４件と、ほぼ同様の利用数ですけ

れども、利用単価等の事業の違いもあり

まして、今回、執行率が低い状況となっ

ております。

　次に、基金と介護給付費準備基金積立

金の件につきまして、ご答弁申し上げま

す。

　平成２５年度の予算編成におきまして

は、第５期の介護保険事業計画の２年目

として計画しました給付費を給付の数値

としまして予算計上いたします。ですか

ら、給付費の見込みというのは、計画値

とイコールというふうになります。当然、

１号被保険者の保険料も計画値で見込ん

だ数値を入れさせていただきます。

　次に、歳出のほうになりますけれども、

基金積立金の予算は、滞納繰越金、普通

徴収保険料の徴収予算の６６８万５，０

００円は、給付費の財源に直接当たらな

いことから、第１号被保険者の保険料の

還付金の財源として２００万円を差し引

いた残り、４８８万５，０００円と、さ

らに利子及び配当金の今年度に生まれま

す基金の利子８万４，０００円を合わせ

まして、４９６万９，０００円を介護保

険の給付費準備基金の積立金の当初予算

として組んでおります。

　平成２４年度からの繰越金７，０８８

万４，０００円のうち、給付費の精算に

より余剰になりました４，７７９万２，

０００円を介護給付費準備基金積立金に

積み増しし、５，２７６万１，０００円

の予算として計上しております。以上か

ら、この積立金の入を３，７００万円積

みながら、出としまして５，２７６万円

あるといいますのは、計画値どおりの執

行になりますと給付が赤字となりますの

で、３，７００万円を繰り入れする予定

で入れております。

　また、積み立てに対しては、前年度の

精算の余剰金の国、府基金等、また市の

法定分の持ち出しをお返しした中、残り

のお金を基金に積み増しするという形の

金額が７，７７９万２，０００円となっ

ておりますので、大きな金額になってい

る状況です。

　次に、第６期の事業におきまして、予

防の事業としまして、要支援者のヘルパー

の派遣、またデイサービスの提供が一応
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なくなるということで、担当課としまし

ては、そういう予防の強化、特に、各地

域で高齢者が歩いていけるようなところ

におきまして、高齢者が集って、お話が

できて、気分を転換していただいて、さ

らなる介護の予防事業に来たくなるとい

う、来ていただけるような仕掛けをしな

がら、介護啓発に努めていきたいと思っ

ております。

　また、今後、施設の整備につきまして

は、私どもが計画しております安威川以

北での小規模特養などがまだできており

ませんので、これにつきましては引き続

き募集をして、できるだけ早期に建設し

ていきたいという思いは持っております。

　次に、決算書１３２ページの保険給付

費が不用額として１億１，３００万円ほ

ど上がっている件につきましては、当初、

先ほど申し上げましたように、安威川以

北の小規模特養の建設が順調にいきまし

たら、おおむね１年ないし１年程度の給

付が発生しますが、今回、その建設がで

きませんでしたので、その給付がなかっ

たことと、居宅介護の内容につきまして、

前年度から伸びを示しておりますので、

その分につきましてはさらに伸びていく

と見込んでおりましたが、実際には、そ

の分の伸びが見込みより少なかったこと

により、１億１，３００万円の余剰が出

たという状況です。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　平成２５年度末の基金

の残高は言っていただきましたかね、抜

けて。そしたら、後で結構ですのでお願

いします。

　２回目の質問をさせていただきます。

　まず、一般管理費の負担金、補助及び

交付金というのが、小規模特養いやし園

についての分であるということを説明い

ただきました。

　第５期のせっつ高齢者かがやきプラン

では、平成２５年度に、２９名定員で、

この小規模特養に関しては１か所開設と

いう計画で、また平成２６年には、さら

にもう一か所開設という計画だったと思

います。この小規模特養いやし園が行わ

れる分ですけれども、これがようやくこ

の平成２６年度の４月から開所というふ

うに伺っているんですけれども、平成２

６年度にようやく１か所できたと。１年

おくれているために、先ほどいろいろお

話がありましたように、不用額が出てき

たりだとか、それから去年度の黒字とい

いますか、使っていないお金がいっぱい

余ってしまったよというようなお話だっ

たと思うんですけれども、果たして、あ

と１か所、この平成２６年度中にできる

状況が見えているのか。また、もう平成

２７年度、新しいかがやきプラン第６期

のほうに行くと思うんですけれども、第

６期に行けば、これがつくれるのかどう

か、そういう見通しがあるのかというこ

とについて説明をしていただきたいなと

思います。

　また、これは小規模特養の話だけです

けれども、ほかにもプランにある施設と

いうのがあったと思うんですけれども、

この整備状況はどのようになっているの

か。これもまだのところは、今後の見通

しも含めて教えていただきたいと思いま

す。

　今現在の特別養護老人ホームの待機者

の人数についても、要介護３以上と２以

下に分けて教えてください。

　それから、プランに基づく施設整備が

進んでいないという状況があると思うん

ですけれども、その中で、高齢者向けの

住宅需要というのがふえているというふ

うに思うんですが、今、サービス付高齢

者住宅などが、摂津市の中でも幾つかで
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きてきていると思うんですけれども、こ

れについて、定員数であるとか、利用状

況など、把握していらっしゃるのでしょ

うか、ちょっと教えていただきたいなと

いうふうに思います。

　それから、また施設入所にかわるもの

ということで、国のほうが鳴り物入りで

打ち出していると思うんですけれども、

２４時間対応の定期巡回随時対応型の訪

問介護というのも、この第５期のプラン

の中に載っております。これについては

どういうふうになっているのかというこ

とも教えていただきたいと思います。

　それから、居宅介護住宅改修費のほう

ですけれども、確かに、いろいろと波は

あるとは思うんですが、私の聞いたお話

と、この間、一般会計の中で伺ったお話

が割と一致するなと思ったんですが、骨

が折れて、急に手すりとか、そういうこ

とが必要になったけれども、こういう介

護保険の制度を使って住宅改修をしよう

と思うと、まず、やっぱり認定を受けて、

その結果が出てからでないといけないと。

それを待っていられないので、もうそれ

は使わずにつけたというふうな方もいらっ

しゃるということです。そういう緊急な

場合に、やはり早く対応ができるという

ふうな、１か月ぐらい、認定を受けてか

ら結果が出るまでかかるというふうなお

話でしたけれども、そういうことにはな

らないのか。また、この住宅改修費、せっ

かく予算もつけて、制度としてやってい

るものですから、やはり執行率が上がる

ように工夫をしていただけないかという

ことについてもお伺いしたいと思います。

　それから、介護予防地域密着型サービ

ス給付費ということで、認知症の方など

ですと、要支援の中でデイサービスを使

われる方が少ないというようなお話だっ

たかなというふうに思うのですが、認知

症で要支援の方が少ないという、そのこ

と自体も、いろいろとやはり働きかけと

か、周知が必要なのかなというふうに思

います。もう少しこのサービスについて、

皆さんにしっかりと知っていただくとい

うふうなことも必要なのではないかなと

思いますので、これは要望としておきま

すので、ぜひいろいろと取り組みをして

いただきたいなと思います。

　それから、通所型介護予防事業費です。

　先ほどのお話で、特定高齢者という洗

い出しをチェックリストでやろうとして

いたけれども、やっぱりそういうことで

はうまくいかなくて、それよりも地域の

方とかのほうがずっと把握もされていて、

そういう人と人とのつながりで、いろん

な、はつらつ元気でまっせ講座ですかね、

こういうふうなのにも誘っていただくよ

うな形をとっているということで、この

平成２５年度の予算のときにも、そうい

う議論があったのかなというふうに思っ

て見ていたんですが、本当に、それは必

要でないところは省くということも含め

て、現実の高齢者の皆さんに合った形で

行うということで、非常にいい内容だな

というふうに思っております。一律にチェッ

クリストでざっと洗い出しをするという

ふうな、そういうことではなくて、一人

一人に合った内容で、介護の必要な方、

要支援の方などはきちんと認定を受けて

いただいて、そうでない方は地域でのつ

ながりをまず活かしてということでやっ

ておられる。その中で、チェックリスト

も活用しているということだと思います。

　非常にいい形で整理をされているなと

思いますので、チェックリストの扱いに

ついては、今後も同じようにやっていか

れるということですかという質問をした

いと思います。

　政府のほうでは、認定調査の前に、こ
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の認定調査を受けさせないための水際作

戦ということで、このチェックリストを

活用するというふうなことも考えている

というふうにも言われております。摂津

市では、そのようなことはなく、まずは

認定の申請をしてもらって、しっかりと

介護度の認定をすると。チェックリスト

は、そういう目的のためには使わないと

いうことをもう一度確認をしたいので、

お答えください。

　それから、包括支援センターです。

　専門職の方、しっかりと雇用するため

に頑張っているんだというお話でした。

非常に納得をいたしました。今後とも、

きちんと専門職の方が、引き続き地域の

皆さんのために働ける内容でやっていた

だきたいなというふうに思います。

　また、地域に根ざした福祉的展開が新

たにできるようになっているんだと、高

齢介護課とも連絡会を月１回持っておら

れるということで、非常に頑張っておら

れるということはよく認識もしておりま

す。

　地域包括支援センターは、要支援の方

が介護保険の制度を利用する権利を守る

かなめとなる、そういうお仕事をされて

いると思います。大変な仕事ですけれど

も、今後もその役割をしっかり担っても

らって、要支援の方が介護保険の制度を

利用できるために頑張っていただきたい

なというふうに思っておりますので、そ

れについてもお気持ちなど、ぜひお聞か

せいただきたいと思います。

　介護保険給付費の準備基金積み立ての

分ですけれども、要するに、計画よりも

たくさん余ったから、基金に積み立てて

るという内容なのかなというふうに理解

をしました。

　平成２５年度末の基金残高は、かなり

たくさんになっているんだろうと思われ

ますし、この平成２６年は、さらに積み

上がっているんじゃないのかなというふ

うにも思います。

　何でこんなに基金が積み上がるのかと

いうことは、第４期の終わりにも日本共

産党のほうからは指摘をしていると思い

ます。それに対して市長が、この基金の

積み立ても全部、次の期の保険料の軽減

のために繰り入れて使うんだというふう

におっしゃったと思うんですけれども、

その繰り入れをする脇から、それ以上の

基金がまた積み上がるというふうな内容

になっていると思います。もう一回同じ

ことを言われても、市民は信用できなく

なるのではないかと思います。

　保険料は年金から天引きをされて、本

当に市民の負担は重いです。第４段階で

４，９９０円、２か月で約１万円が年金

から天引きされるわけです。政府は、２

０２５年に向けては、まだまだ値上げす

るという気でおりますけれども、国民は

もうその負担には耐えかねます。

　今回、低所得者対策に政府のほうも別

枠で予算を入れるというふうに言ってい

ると思うんですけれども、それについて、

どのようなものか教えてください。

　先ほど、給付費の不用額の件に関して

も、プランと実態が違ってきているとい

うことが原因だというふうにお話があり

ましたけれども、地域密着型サービスは、

平成２４年度では３，０００万円ほどで

すけれども、平成２５年は１億８，００

０万円の乖離があります。平成２６年は

プランの額とはもっと大きくかけ離れて

いくのではないかなと思います。その分

が全部基金に積み増しされていくのかな

と思うんですけれども、第６期のプラン

をやっぱりしっかり考えることが必要で

はないかなと思います。

　このプランの中で計画が、あれも、こ
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れもと、たくさんあるということは、そ

れが保険料の計算の基礎になってくるわ

けです。保険料を引き上げていくことに

なると思うんです。私は、たくさん施設

もつくっていただきたいと思っているん

ですけれども、これが、ただやりますよ

という形でプランに盛り込まれ、結局で

きていないのがずっと続いていくという

ふうなことでは、市民の皆さんが大変な

中で保険料を払っておられる、そういう

ことについては答えになっていかないと

いうふうに思うので、ぜひ、その辺をも

う一度お伺いします。

　国に対して、介護保険の大きな変更と

いうことがあるわけですけれども、国の

ほうでは、この移行時期というのは市町

村が決めていくというふうに、いつまで

という限度はありますけれども、来年す

るのか、再来年するのかとか、そういう

ことに関しては決められるというふうに

なっていると思うんですけれども、その

移行の時期について、もう一度はっきり

とお話をいただきたいと思います。

　他市なんかでは、いろいろアンケート

をとったりとか、そういうふうな活動も

されているようなんですけれども、摂津

市のほうではそういうことは行われてい

ないのか、そこもお聞きしたいと思いま

す。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　それでは、私か

らは通所型サービスについてお答えいた

します。基本チェックリストの扱いは今

後どうなるのかということです。国が平

成２７年度の法改正で提案していること

が、認定調査の前の水際作戦としてこの

基本チェックリストを使用することがな

いかというご質問だったと思います。

　国が平成２７年の改正で示してきてい

ますのは、おっしゃられましたように、

要介護認定の申請と、チェックリストに

よる簡易な認定という２種類の提案をし

ております。特に、要介護認定の申請を

このチェックリストで阻害をするもので

は決してなくて、受けたい方は要介護認

定の申請を受けていただくということが

可能かと思います。介護保険のサービス

を利用したいということではなく、地域

でのサービスがあれば、そこに行けば自

分のニーズはそれで対応できるというこ

とでしたら、基本チェックリストをお受

けいただいて、そのサービスを利用して

いただく。反対に言えば、利用しながら

認定の申請をしていただくこともできる

わけですので、認定の申請が基本チェッ

クリストによって阻害されるということ

は考えていないです。

　摂津市として今後の方向性については、

北摂の課長会等でも各市の今の考え方等

意見交換をしていますが、その取り扱い

についてはやっぱり市によってまちまち

で、認定申請を基本としようと描いてい

るところもあるようにも聞いております。

　何度も繰り返しになりますが、ご自身

の使いたいサービスがチェックリストに

よって対象となるのであれば、先にサー

ビスを使いながら介護認定のご申請をい

ただく、また住宅改修などをお受けにな

る場合には認定は必要ですので申請をい

ただく、そういった対応も可能ではない

かと考えております。水際作戦とか使わ

せないための基本チェックリストであっ

ては決していけないと、認識はしており

ます。

　それともう一点の地域包括支援センター

の活動ですが、おっしゃっていただきま

したように、要支援の方や認定をお受け

でない一般の高齢者の方の介護予防、ま

た総合相談事業としましての、相談も高

齢者が今後ふえていく中、重要な役割に
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なってくると思います。何かあったら地

域包括支援センターに相談したら安心だ

なと言っていただけるようなセンターで

あるようにと考えておりますので、周知

もともに図りながら、そういうセンター

として位置づけを確立していけたらと考

えております。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、基金

残につきましてご答弁を申し上げます。

　平成２５年度末におきましては、１億

３，５５６万５，３９９円です。４月１

日付で考えますと、平成２６年度予算が

始まりましたので、７，１４９万６，０

００円を取り崩す形となります。

　また今回９月の補正でご審議いただき

まして、９，３８０万４，８３６円を積

み増しすることになりますので、現在の

残高でいいますと、１億５，７８７万４，

２３５円が現時点の基金の状況となって

おります。

　また、施設整備につきましては、先ほ

ども申し上げましたように、安威川以北

地域の小規模特養の建設については推進

していきたいと考えております。また改

めて募集のほうもホームページのほうに

アップしていきたいと考えております。

　また計画の中でまだできていない小規

模多機能型の１施設につきましても、当

初は安威川以北でと考えておりますけれ

ども、今の状況ですとそれもかなわない

場合は、摂津市全域の中で１つという考

え方も含めて検討していくことが必要で

はないかと現在考えているところでござ

います。

　次に、特養の待機者の状況ですけれど

も、増永委員からお話がありましたよう

に、要介護３以上という形で切り分けし

ますと、３、４、５の待機者が７９名、

要介護１、２の待機者が２７名となって

おります。

　次に、サービス付高齢者住宅の状況に

ついての質問にご答弁申し上げます。

　サービス付高齢者向け住宅は、高齢者

の住居の安定を確保する目的として、国

土交通省、厚生労働省の共官制度として

バリアフリー化した構造で介護、医療と

連携した高齢者を支援するサービスを提

供できる住宅として承認制度がスタート

しました。

　平成２６年３月末現在では、摂津市内

に６施設、１９６戸の住宅がございます。

人口で換算しますと、４３３人に１戸と

いうような状況となっておりまして、近

隣の茨木市を見ますと、全施設８施設ご

ざいまして、３２６戸、人口でいいます

と８５３人に１人と。また吹田市では７

施設で２６４戸、人口でいいますと１，

３６６人に１戸というような整備状況で

ございまして、本市のサービス付高齢住

宅の整備状況は高い状況となっておりま

す。

　ただ、サービス付高齢者住宅につきま

しては、介護保険の施設サービスではご

ざいません。これは在宅の位置づけで大

阪府の所管の事業となっております。本

市には権限がありませんが、介護保険事

業者を使ったヘルパーの派遣等が行われ

ますので、適正なプランに基づく訪問介

護の利用がなされるよう、助言を通じて

啓発を進めていきたいと考えております。

　市としましては、この平成２６年６月

１０日に１施設を訪問しまして、訪問介

護の提供、管理についての意見交換を行

いました。また、昨日にはなりますけれ

ども、１０月２０日に権利擁護研修会と

しまして、サービス付高齢者住宅の６施

設につきましても参加を促し、全施設の

参加をいただいて権利擁護の研修を終え

ることができました。
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　今後につきましても、サービス付高齢

者住宅は訪問ヘルパー等、介護保険のサー

ビスを利用されることになりますので、

引き続き直接の権限はございませんけれ

ども、助言を含めながら連携を図ってい

きたいと考えております。

　次に、住宅改修費も今後も引き続いて

利用増を努力せよというご意見につきま

しては、担当課としましても工事をされ

ますと、先ほども申し上げましたように、

全額を執行されませんので、残高がござ

います。その残額をまた改めて工事をし

ていただいて、より在宅で長きにわたっ

て生活していただけるよう啓発を進めて

いきたいと思っております。

　次に、定期巡回の随時対応型の訪問看

護の事業につきましては、老健ひかりの

ほうで、その訪問介護の基地の整備を進

められておられます。また、備品の購入

も進み近々設置されて、いよいよ動き出

すため、市に対する認可の手続等を進め

られている状況です。

　担当課としましても、現地調査の上、

３０分で訪問できるということは摂津市

内全域を回れますので、その辺も踏まえ

て柔軟に速やかに対応していただくよう

に助言と指導をした上で、許可をおろし

ていきたいと考えております。

　それと、新しく介護保険制度が改正さ

れた中で、低所得者への減免についての

ご質問にご答弁を申し上げます。

　この制度改正による減免につきまして

は、低所得者を中心とした第１段階、第

２段階、第３段階等の方の減額を行うも

ので、現在、基準額の２分の１を徴収し

ている方に対しては０．３に、特例とし

まして０．７５の現行の徴収をしていた

だいている方には半額の０．５に、第３

段階の０．７５に対しては０．７にする

という低所得者に配慮する制度でござい

ます。

　これにつきましては、今のところ国の

ほうからの具体的な情報はおりてきてお

りません。ただ、公費の減額する負担割

合として、国が２分の１、都道府県が４

分の１、市町村が４分の１を持つという

情報が届きました。担当課としましては、

当初は国のほうで全額持っていただける

ものという形で理解しておりましたが、

市町村の負担もあることということで、

財政担当課のほうに現状をお伝えしてい

るという状況でございます。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　移行の時期をいつごろ

にという話があったと思うので、それも

また後で言ってください。

　待機者が要介護３以上、７９名に、以

下は２７名ということで１００名を超す

待機者が摂津については、特養だけでも

あるというふうなお話だったと思います。

これは、高齢者の方がふえますから、今

後も入所希望者というのはふえていくと

思います。施設の整備は大変急がれると

思います。ぜひとも施設の整備をしっか

りと行っていただきたなと思います。

　ただ、計画だけを立てるのではなく、

本当に実現できるように、ぜひともいろ

んな形を考えていただきたいなというふ

うに思います。摂津市が努力していない

とはもちろん思っておりませんけれども、

やはり計画だけでずっとそのままという

のは、市民に対しては言いわけができな

い状況になるのではないかと思いますの

で、ぜひ計画に盛り込む限りはしっかり

とその実行に頑張ってほしいと思ってお

ります。

　それとサービス付高齢者住宅ですね。

これについては、非常に劣悪なものもあ

るということで報道なんかもされたとこ

ろです。やはりその内容についてきちん
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と直接権限はないというお話でしたけれ

ども、働きかけもしていただいていると

思いますので、確認をしていってほしい

と思います。

　定期巡回随時対応型ですね。これは、

果たして施設の入所のかわりになるもの

かというのは甚だ疑問を持っております。

今回、新しく施設ができるということで、

そこではいろいろ頑張って対応していた

だくんだろうとそれは思いますけれども、

またその施設入所とは中身の違うことで

はないかなというふうに思います。また、

この随時対応型で利用できる人数につい

ても、ほかの資料で見ますと１０人とい

うような数字があがってたと思いますが、

人数についても非常に少ないなというふ

うに思いますので、やはり施設の整備を

ぜひともしっかりと進めていってもらい

たいと思います。ここは要望にしておき

ます。

　この施設の入所の問題ですけれども、

要介護３以上の方は７９名で、２以下が

２７名ということで、要介護１、２の方

も非常に施設の待機者としては人数がい

てはるんだということがわかりました。

国のほうは、この要介護３以上の人だけ

をこれからは入所の対象者としていこう

というふうに考えているわけですけれど

も、やはり施設の入所ということについ

ては、この要介護１、２の方もきちんと

視野に入れて待機者から外すというふう

なことはないようにぜひしていただきた

いと思いますので、この点については、

この間も市のほうでいろいろ権限もこれ

から与えられるので、その範囲で考える

ということを言っていただいたと思うん

ですけれども、もう一度、確認をしたい

のでご答弁ください。

　住宅改修の件はそういう形で啓発もし

ていただいて、頑張っていただきたいな

と思いますので、これは要望にしておき

ます。

　チェックリストですけれども、摂津市

はそんなことはないと思っているわけで

すけれども、他市なんかですと、まず介

護の専門家の方ではなくて、職員の方、

担当窓口でまずはチェックリストをして、

そこでこれは大丈夫と思ったら要介護認

定の申請をさせないというふうなことも

あり得るというふうに聞いております。

やはりきちんと専門家の方がチェックリ

ストについてもその認定申請についても

まずはかかわっていただいて、高齢者の

方は見えられたときにチェックリストか

認定申請か、そういう細かいことをわかっ

てはらへんと思うんです。ただ、やっぱ

りいろいろとこういうことがしんどいね

んとか相談に見えられると思うので、そ

こでしっかりと認定申請が必要な方を認

定させるということ。また、認定申請を

希望される方はみんな全員にしていただ

くということを基本としてやっていただ

きたいと思いますので、これはご答弁を

もう一度お願いいたします。

　それから、包括支援センターは相談事

業も行うということで、本当に専門的に

頑張っていただきたいなと思いますので、

先ほどのチェックリストもあわせてしっ

かりとそういう専門家の方にかかわって

いただけるようにということで、これは

要望にしておきます。

　保険料についてですけれども、今回の

法改正でその低所得者対策のために別枠

で公費を入れるということを国がやると

いうことを決めてると思うんですけれど

も、今までは公費５割、保険料５割なん

だと、これは譲らないというふうに言っ

てきたと思うんです。介護職の待遇改善

のためには少し入れたということもあっ

たかとは思うんですけれども、保険料そ
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のものを安くするために別枠で入れると

いうことを行ったということは５対５と

いう理論はもう崩れたというふうに思い

ます。高齢者の負担は本当に限界ですの

で、公費の投入によってしかこの保険料

軽減というのはやはりできないと思うの

で、国に対してしっかりと国費を投入す

るようにということを求めていただきた

いと思います。

　また摂津市でも、第６期に保険料の値

上げをしないように、ぜひお願いしたい

と思いますので、これはご答弁ください。

　それから、要支援の方々がヘルパーの

制度が使えなくなるというふうなことで

ご答弁があったかと思うんですけれども、

これは要支援の方であってもヘルパーや

デイの制度っていうのを形はかわります

けれども、それは市町村のほうでしっか

りと認めれば使える内容ではないかなと。

今回は非常に市町村権限が強くなって、

それはそれでお仕事は大変だと思うんで

すけれども、やはり市の姿勢がその中身

に表れるということになると思いますの

で、そこのところはもう使えなくなるん

だというふうな形ではなくて、いろんな

タイプをつくられて、Ａだ、Ｂだとか言っ

てやってると思いますけれども、今まで

どおりの内容も使えるというふうに、そ

ういう部分もあると思いますので、ぜひ

ここもそういうふうにできるようにお願

いしたいなと思いますので、よろしくお

願いします。

　アンケートとかそういうのをとられて

ないかとか、そこら辺についてもご回答

をよろしくお願いします。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　私からは、基本

チェックリストの用い方についてお答え

させていただきます。

　今おっしゃられましたように、担当の

窓口でチェックリストを用いる、あるい

は包括支援センターの窓口で基本チェッ

クリストを用いることが図式の中に出て

おります。恐らく基本チェックリストの

チェックについては特に専門職でなけれ

ばという規定はないよう想定されます。

　ただ、その利用の仕方、活用の仕方に

ついてはやはりお話の中にありましたよ

うに、市町村でどのように組み立ててい

くかという部分も大きいかと考えており

ます。認定申請を希望、あるいは認定申

請の必要な方を阻害するような、対応は

基本的にはしていけないと思っています。

やはり申請というのは訪問介護と通所介

護以外の介護保険のサービスの利用もお

考えの方もいらっしゃるかとは思います

ので、そういったことを窓口で十分聞き

取りが必要と考えます。申請したいとおっ

しゃられているのに、チェックリストで

いいですよ、といった対応にならないよ

うな基本チェックリストの用い方を市と

しては考えを進めていきたいと思ってお

ります。

　具体的にはまだ基本チェックリストの

ことについても詳しい情報もきてはおり

ませんので、今後の国からの通知等も参

考にしながら、検討を進めていきたいと

思っております。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、事業

の移行時期という点につきまして、まず

はご答弁申し上げます。

　本市は、次期計画におきまして、要支

援者の通所サービス、訪問介護につきま

しては平成２９年４月１日にスタートを

したいと考えております。

　理由としましては、今現在、国のほう

は要支援者の２種類のサービスをなくす

ということで、地域のほうでそれを構築

して提供しなさいという形になっており
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ます。

　私どものほうとしましては、まだその

具体的な報酬の内容とかがまだ明らかに

されておりません。そういうことになり

ますと、事業をしていただく相手に対し

てもどれだけの経済的支援ができるか、

まだ具体に説明できない状況ですので、

それが明らかになった時点で速やかに進

めていきたいと思っております。ですか

ら、本市としましては、平成２９年４月

１日の実施と考えております。

　次に、特養の待機者に介護度１、２が

おられるということで、その方の対応と

いうことのご質問につきましては、担当

課としましては、今は１以上の方が申し

込みができておりまして、制度が改正さ

れたということで、今まで２の方が長ら

く待っておられて、急に拒否されたよう

なことが起こるのはどうかと考えており

ます。

　今回、市町村の特例としまして、市町

村が判断すればという条項がございます

ので、その辺は担当課として、本当に必

要な方につきましては検討していきたい

という気持ちはかわっておりません。

　次に、次期保険料の件につきましては、

介護保険といいますのは、高齢者がサー

ビスを利用されれば利用されるほど、高

齢者の法定負担分になります２１％を保

険料からもらわざるを得ないという制度

になっております。

　私どものほうとしましては、できるだ

け不適切な給付を抑えるとともに、今後

は要支援者の新たなサービス提供メニュー

をできるだけ負担の少ない格安な料金で

していただくことも給付費を下げていく

一つになるかと思います。こういう部分

につきましても、できるだけ保険料の上

昇があがりにくいようにしていきたいと

思いますけれども、担当課としましては、

まだそこまでのワークシートへの入力が

できておりません。

　先般、大阪府のヒアリングを受けて、

細かいところのチェックを受けて、それ

を修正して、また精査している状況です。

今後におきまして、保険料の数字がでて

きた折にはお伝えしていきたいと考えて

おります。

　また、利用のアンケートにつきまして

は、今回の計画策定の中でもケアマネを

通じていろいろアンケートをしたり、機

会を設けて利用者の意向を聞いていきた

いと考えております。

　例えば、要介護認定申請の窓口受付で

は、どういう目的でご利用されているん

ですかとかの聞き取りを日々行っていま

すので、そういう情報を集約した中で、

利用意向を確認し制度改正に向けて歩ん

でいきたいと思っております。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　制度がかわるというこ

とでいろいろ大変なこともあると思いま

す。

　先ほどから言っているように、今回の

制度は市町村の負担も大きいですけれど

も、市町村に権限があるという部分も広

がっていくと思いますので、摂津市民の

方々にとって、介護保険そもそものあり

方、やっぱり高齢になっても人としての

尊厳をしっかりと保ちながら生活がして

いけると、そういうことをやはり基本に

据えて、いい制度になるようにぜひ頑張っ

ていただきたいというふうに思っており

ます。

　介護保険の保険料負担は非常に本当に

大変になってきていますので、これに関

してはぜひとも第６期は値上げをしない

ようにということを重ねてお願いをして

おきます。国に対してもしっかりと別枠

でお金を入れるようにという要望もぜひ
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していただきたいとお願いをして質問を

終わります。

○上村高義委員長　増永委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、私のほうから１

点だけ確認をしたいと思うんですけれど

も、その前にちょっと先ほどの施設の部

分でいやし園の建設１億３，０００万円

弱ですけれども、国からとはいえ支援金

が出ているわけですね。建設費用５億円

ぐらいというのはやめてほしいと思いま

す。しっかりと掴んでください。

　それと、その施設については、この介

護保険という冊子の９ページにあります

ように、平成１９年から平成２５年まで

７年間、その介護施設及び居住サービス

の定員というのがふえてないんです。こ

れをしっかりと認識してもらいたい。平

成２６年はいやし園が入ってくるんだと

思うんですけれども、この辺の認識もしっ

かりしていただきたい。これは要望とし

ておきます。

　介護保険の会計について確認をしてお

きたいと思いますが、この平成２４年度

の保険料改定。保険のことだけ聞きます

けれども、３年間トータルで算定をする

として、これ第４期の積み立ては保険料

軽減のために会計を繰り入れしていくと

されますということは確認しました。で、

積み立てが繰り入れられて、保険料の負

担の軽減が図られたということであれな

らば、少なくとも３年間で積み立ては減

らなければならないという気がするんで

すけれども、違うでしょうか。

　そこで中間年の平成２５年は、積み立

ては少なくともふえてはいけないんじゃ

ないかと私は思っております。この平成

２５年度会計でどれだけの会計になって

いるかですけれども、ことし５，２７６

万円、積み立てを入れています。これ、

１３６ページですね。収支は、１４１ペー

ジで、１億４，５４１万円。これは余り

ですから、ことし７，０００万円余りの

繰越金が来年、倍額になって許可される

ということになります。

　ほかにも過年度分ですけれども、国へ

の返還金が８２２万円、市にも１，５９

２万円戻して、これも年度がわりですけ

れども隠れ黒字ということになってくる

と思います。これらを単純に足したら、

単年度だけでも２億円を超えるプラスに

なってるというふうに思います。４７億

円の規模で２億円。さっき基金残高も言っ

てもらいました１億３，０００万円超え

てくる。ことしの計算も終わって、次の

第６期に入るときにはこれだけの分が積

み残っていくということになろうかと思

います。この黒字っていうのは、ほとん

どが保険料なんです。支出が確定するこ

とによって、決算書の１１８ページに一

覧があります。国庫負担金、支払基金交

付金、府支出金も予算よりも軒並み減額

になっています。これは要するに使用実

績だからですね。この市の分は調整をさ

れてゼロになっています。それに比べて、

料率は決まって、保険料は平成２４年度

スタートのときに決まってますから、こ

の保険料は予算によって、加入者がふえ

ることによって調停で引き上がって予算

現額よりは大きく上回っているというの

がわかると思います。保険料の収入済額

の１１億９８０万円余り、それから支出

済額の４５億１，８００万円、支出済額

と項目が違うんですけれども、割れば介

護保険の会計に占める割合が２５．７２

％。つまり本来超えてはいけないと思う

んですけれども、保険料の２５％を超え

て、要するに入ってきているというふう
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に言えることができるんじゃないかと思っ

ています。

　だから歳出面で不用額にも反映はしま

すし、予測ではあったけれどもやらなかっ

た事業云々ということもあるんですけれ

ども、この平成２４年に改定が行われた

保険料が４，９９０円に引き上げられた、

これが上げ過ぎだったと。この平成２５

年度みただけでも言えるのではないかと

いうことを、まずその見解をお聞かせい

ただきたいと思います。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　まず、現在の保

険料の基準額４，９９０円を頂戴して、

この２期までの状況をお伝えいたします。

　この４，９９０円を平成２３年度末に

給付の推計３年間を見込みまして立てさ

せていただきました。実際、平成２４年

度が始まりますと、給付の事業計画値３

９億１，９５０万３，４５９円の計画を

立てました。実際、決算になりますと３

８億９，５６４万２，０２１円と、計画

に対して執行率が９９．３９％になりま

した。ということは、当初見込んでいる

合計額の給付額と実際の決算とがほぼ近

い状況となりました。伸びた内容は要支

援者の給付の増が中心となっております。

　平成２５年度の事業計画では、当初４

２億４，４１２万５，８０９円の計画を

立てておりました。その中で、４１億３，

０１６万３，６５９円の決算を迎えまし

た。執行率は９７．３１％になりました。

この９９％からは若干下がったように見

えますけれども、この分が、先ほど私が

申し上げたように、安威川以北のほうで

小規模特養の建設が進まなかった、その

分の１年間の給付費が執行されなかった

というような大きな要因により、おおむ

ね９７％の執行で、もしそれができて稼

働しておりましたらほぼ９９％から１０

０％近い状況になりました。ということ

は、この２年間の状況でいいますと、給

付の見込みに対して実績がほぼ同じとい

うことは、いただいている介護保険料は

適正な金額であったと理解しております。

　ただこの平成２６年度につきましては、

当然サービスを利用されるお年寄りの方

も認定者もふえてきますので、６％ほど

の伸びを考えておりますけれども、実際

にそれ以上のサービスを使われるかもし

れません。その時々の状況によって変わっ

てきますので、万が一、予定よりサービ

スの量が多く１００％を超える執行率に

なった場合は、その基金の一部を使わせ

ていただいて、高齢者が負担する負担分

としての執行をしていきたいと考えてお

ります。

　ですから、今のところこのかがやきプ

ラン第５期の計画は、私どもとしては非

常に順調に進んでいる、ただ施設整備が

１つできなかったというのが担当課の考

えであります。保険料についてはそうい

う状況でございます。

○上村高義委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　確かに平成２６年度が

終わらないとわかりませんけれども、こ

の平成２５年度を見ててもことしその施

設ができるという見通しが立ってません

から、そういう意味では、私は下手する

と２億円、３億円の余裕が出てくるんだ

と思っております。

　この予算は平成２７年度からの保険料

改定ということにもなってきます。この

間のそれこそ経験もしっかり生かして、

精査をして、保険料は少なくとも抑える

という検討をされるべきだと思います。

余裕があるかどうかはわかりませんけれ

ども、これを見えれば保険料の軽減は図

れるはずですので、よろしくお願いした

いと思います。
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○上村高義委員長　山崎委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

　村上委員。

○村上英明委員　今いろいろと３名の委

員の方が質疑等々がありまして、またそ

の中でこの実質収支が平成２４年度より

もふえたとか、それに対してのご答弁と

か、いろいろとありましたけれども、総

論的には答弁を聞くと、平成２４年度も

執行率が九十九．数％ということで、ほ

ぼ計画どおりということと、またこの平

成２５年度におきましては、安威川以北

の施設等々の関係もあって９７％であっ

て、それがもしうまくいっていればほぼ

計画どおりいってたというようなお話だっ

たのかなというふうに思います。

　そういう中で、本当にこの介護のこと

につきましての、やはりこれから分母が

ふえてくるというようなことでもござい

ますし、またひとり暮らしとか高齢のご

夫婦だけという世帯もふえてきていると

思いますので、そう意味では「老老介護」

という言葉も本当に最近の言葉ではない

ですけれども、介護する側が疲れてしまっ

てとかいうようなこともありますので、

先ほども通所型の介護予防の話、議論も

ありましたけれども、やはりこれからは

認定を受けておられる方の介護予防とい

うこともあるんですが、その介護する方

にもしっかりと目を向けていかなければ

いけないのではないのかなというふうに

思いますので、そういう意味ではしっか

りと事業関係を、そういう介護される方

のこともしっかりと見据えながら事業も

また行っていっていただきたいと思いま

す。

　その中で、決算概要の２５２ページの

ところで、要介護認定事業というのがあ

ります。執行率が７９．７％ということ

で、約８０％の執行率であったというこ

とで、予算よりも２０％少なかったとい

うようなこともあるかと思うので、その

辺の内容と、もう一点は、事務報告書の

中にあるんですが、１６２ページのとこ

ろで、要介護認定事業というのがありま

す。申請受け付けが３，０９０件で、審

査判定とまた結果通知が２，９６９件と

いうことで、この差が１２１件になるん

ですかね。その１２１件の内容をお尋ね

をしたいなというふうに思います。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、認定

の状況についてご答弁を申し上げます。

　要介護認定は申請をいただきまして、

まず主治医の方に意見書等、診断書みた

いなものですけれども、書いていただく

作業を市が行います。

　また、日程を調査した上で調査員がご

自宅を訪問して調査をいたします。この

２つの調査によるデータをもとに認定審

査会にかけ判断していくということにな

りますので、おおむね期間は１か月を要

します。

　要介護認定者は、年度末で３，０６５

人おられるんですけれども、申請数とは、

差分がどうしても発生いたします。結果

通知を出させてもらったのが２，９６９

件で、これも順調に出せた方、また主治

医の意見書が大きな病院のために回答が

なかなか来なくて時間を要した場合など、

年度をまたがる場合もございます。です

から、今回申請受付３，０９０件と結果

通知の２，９６９件の差分につきまして

は、主治医の意見書がまだいただけてい

ないので判定ができない状況の分が出た

ことによるのが大きな原因です。

　これにつきましては、申請にさかのぼっ

て給付の適用はしますので、利用者につ

いては結果が少し遅くなりますけれども、
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暫定的に使っていただいて、後で給付が

さかのぼって行われますので、支障がな

いものとは理解しております。

○上村高義委員長　村上委員。

○村上英明委員　認定についてはこれか

らもふえていくというかいうことだと思

いますし、今の差分がこの平成２６年度

の４月なり５月なりの審査判定になって

くるのかなというふうに思うわけであり

ますけれども、やはりその認定も昔に比

べれば、今もう一週間に１回とか２回と

かいう判定になってくると思うんですが、

昔よりはかなりこの認定もスピーディー

になってきたのかなというふうに思いま

す。

　そういう中で、いろいろと私もお聞き

するんですけれども、この調査員の訪問

の際も、特に男性の方が多いよと聞いて

るんですけれども、ふだんではなかなか

腕が上がりにくいとか足が上がりにくい

とか、動かしにくいとか痛いとかいうふ

うに言ってるんだけれども、調査員の行っ

たときにはちょっと頑張ってできるよう

なしぐさを見せるっていったら怒られる

かもしれないんですが、その辺もあるか

と思うので、現場的には。そういう意味

ではしっかりと認定に値するような形で

の調査をお願いしたいと思います。

　また、最後に先ほどもいろいろと質疑

でありますけれども、この平成２５年度

は、第５期の中間年ということでもござ

いますので、確かにこの収支の件でいけ

ば、一般論でいけば、１年目が黒字で、

２年目がとんとんで、３年目が赤字とい

うのが基本的なベースかなというふうに

思いますし、またこの収支のお金を見て

いっても、この事業を充実していってい

ただきたいという思いもある反面、それ

で金額が膨らんでいけば、逆に今度介護

保険料のほうにもまた影響してくるよう

なこともあると思うので、その辺をどう

バランスをとっていくかというのが、次

の第６期の大きな課題なのかなと思いま

す。

　そういう意味で、この第６期に向けて、

この平成２５年度はこの介護プランも中

間期ということでもありますので、総論

的にどう捉えておられるのか。この介護

プランの件で、この１点だけお尋ねをし

たいなというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、第５

期の中間年というところから、第６期の

どの辺を見ているのかということについ

て、ご答弁を申し上げます。

　今回、第５期は、先ほどもご答弁を申

し上げさせてもらいましたように、順調

に給付のほうは延びております。これが

順調以上に伸びますと、また次の段階で

保険料のあがりぐあいが大きくなるとい

う状況もありますので、できるだけ安定

的に伸びていくような形にしていく必要

があろうかと思います。

　今回、第６期の計画では、要支援者の

メニューの変更ということで、メニュー

をなくすのではなくて新たな形で要支援

者のデイや通所みたいな形の事業を展開

できればと考えております。そのために

は、コスト的にも少し本来の給付のサー

ビスではなく、幾らか負担がふえるとか、

事業所が受け取る報酬が少なくなるよう

な、国のほうが言っております対応もあ

ろうかと思いますけれども、できるだけ

使いやすいようなサービスにしていきた

いと考えております。

　特に、予防事業を強化することで団塊

の世代の方が２０２５年に後期高齢にな

られます。市としましては１人でも多く

の方が介護度が軽い状態といいましょう
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か、できましたら介護保険を使わないで

おられる、もし利用されても介護度が低

くて、まだまだお近くまで出かけられて、

体操などできるような人をふやしていき

たいという感じで考えております。

○上村高義委員長　村上委員。

○村上英明委員　本当に第６期もしっか

りと介護予防ということに努めていただ

ければなと思いますし、先ほども２０２

５年の問題等ともございましたけれども、

そのころになれば、私も１号に１歩近づ

きますので、そういう意味ではだんだん

と人がふえてくるようなこともあると思

うので、しっかりと介護予防に努めてい

ただければと思います。

○上村高義委員長　村上委員の質問が終

わりました。

　ほかにございませんか。

　福住委員。

○福住礼子委員　いろいろと質問が出ま

したので、私としては１つだけ教えてい

ただきたいなということがありまして質

問させていただきます。

　概要の２５８ページにあります、介護

相談員派遣事業というのがあります。ちょっ

とこの内容について、教えていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいた

します。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、介護

相談員派遣事業の内容について、ご答弁

申し上げます。

　介護相談員派遣事業は、介護サービス

を提供する入居施設や日帰りの通所施設

を訪問しまして、利用者との交流により

施設の不具合や不満を聞き出しまして、

利用者になりかわって施設への助言や提

案を行い、施設のよりよいサービスを提

供していただくよう、市民目線から橋渡

しを行う事業であります。

　本市は、平成１４年に、府下では早い

ほうでこの事業を実施しまして、本年で

１３年目を迎えます。相談員は現在１２

名の方が在籍されておられまして、２名、

６班体制で２３施設、３９サービス事業

へ、月４回のペースで訪問している状況

でございます。

○上村高義委員長　福住委員。

○福住礼子委員　わかりました。

　それでは、その方たちに対して相談で

きる空気とかいろいろ状況があるかと思

いますけれども、どういった内容がある

のかっていうことと、それと相談員のそ

ういった人たちのスキルっていうのはど

のように保っておられるのか、教えてい

ただきたいと思います。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　まず、介護相談

員の事業の内容を説明しましたが、次に、

どのような取り組みをしているのかと、

相談のスキルにつきましてご答弁を申し

上げます。

　相談員は訪問先の施設の中を自由に回

りまして、入所者など利用者と忌憚なく

会話をいたします。会話の中から利用者

の不満や不平等々などを聞き出しまして、

施設に伝える必要がある内容につきまし

ては、帰りに施設へ訪問記録連絡票によ

る書面での通知と担当者に口頭による説

明を行います。

　通知を受けました施設側のほうは、第

三者の助言としまして、今後の施設の運

営、施設サービスの充実について検討に

なる資料としてご利用していただくこと

になります。

　相談員が助言をしまして、改善された

事例としまして、直近ではございますが、

利用者に対する職員の言葉づかいが友達

感覚的でどうかという意見がございまし

た。また、それにつきましては、施設の
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ほうはスタッフ会議を開かれまして、言

葉づかいについては改善がされたことを

聞いております。

　また、相談員さんが施設内を回ること

によりまして、施設の入居者が一定車い

す等で同じ場所でおられますので、冷暖

房についての話ですが、場所によっては

冷房がきついところがございまして、利

用者の方がちょっと寒そうにしておられ

るということで、相談員のほうが助言を

したところ、施設のほうは後日カーテン

等を設置されて、直接冷房の風が当たら

ないように工夫されたという改善点も聞

いております。

　次に、相談員のスキルをどうしている

のかの件につきましては、相談員は月１

回の市役所で定例会を開いております。

各相談員さんが施設を回りました結果、

助言した内容、報告書を市役所のほうに

提出していただいて、各それぞれの意見

交換会を行います。

　また、相談員の研修は、また他市情報

の収集としまして、年１回、他市の相談

員との交流会を実施しております。平成

２５年度は岸和田市の相談員と交流会を

開きまして、他市の情報収集をしており

ます。

　また、大阪府が開催します介護相談員

の研修等にも参加や、他の施設の見学会

なども実施する中、相談員のスキルアッ

プに努めている状況でございます。

○上村高義委員長　福住委員。

○福住礼子委員　ありがとうございまし

た。

　細かなことをさまざまやってくださっ

ているというのがよくわかりました。介

護を受ける側っていうのはなかなか不自

由であったり弱者な立場になりやすいと

思います。施設側の方たちはだんだんこ

なすというようなことにもなりがちで、

親しみからなれなれしくなってきて、今

度言おうと思ったら言えなくなるという

こともあるかと思います。そんなときに

たまに第三者の人がぱっと見て、「あれ、

ここ何かおかしいな」って思うことをい

ろいろと聞く場といいますか、聞いてあ

げる機会というのがあるということは大

変うれしいことだと思います。

　これからそういう介護を受ける人たち

がどんどんふえていく場合に、そういう

こともあるけれども、施設全体の教育と

いいますか、取り組み方といいますか、

運営なんかもやっぱりたまにはチェック

をするというか、そういったことが必要

かなと思います。それは自分も実際経験

してのことですのが、やっぱり言いづら

いです。だんだん言いづらくなっていっ

て、我慢しなければならないって思うよ

うな給付とか、思うような制度が受けれ

ない、受けたくても受けれないというよ

りかは伝わらないという感じのところが

あるかなと思います。これから高齢者が

ふえていきますし、ケアをする側がどれ

だけ対応できるかという対応力も本当に

必要になってくると思いますので、どう

かこれからのシステムの構築ですね、ま

だまだつくっていかれると思いますけれ

ども、皆さん細かいことも気にしながら、

大変忙しい中で取り組んでいただいてい

ることに感謝を申し上げます。これから

もぜひそういった方たちの気持ちを汲め

るような内容でよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。

○上村高義委員長　福住委員の質問が終

わりました。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時１分　休憩）

（午後３時４分　再開）

○上村高義委員長　再開します。
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　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村高義委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

(挙手する者あり)

○上村高義委員長　賛成多数。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　認定第３号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

(挙手する者あり)

○上村高義委員長　全員賛成。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　認定第６号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

(挙手する者あり)

○上村高義委員長　全員賛成。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　認定第７号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

(挙手する者あり)

○上村高義委員長　賛成多数。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　認定第８号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

(挙手する者あり)

○上村高義委員長　賛成多数。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　これで、本委員会を閉会します。ご苦

労さまでした。

（午後３時５分　閉会）

　

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　民生常任委員長　　上　村　高　義

　民生常任委員　　福　住　礼　子
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